
－１－ 

発   言   者  議                              事  

 〔９月７日〕  

委 員 長   一言御挨拶を申し上げます。  

 第３回定例会において議会決算審査特別委員会の委員長を仰せつかりまして、委員各位の御賛

同を得ました。誠に光栄に存ずるものであります。  

 委員皆様の格別なる御支援を賜り、委員会の運営に当たってまいりたいと存じますので、よろ

しくお願いいたします。  

 以上、甚だ簡単ではありますが、挨拶といたします。  

委 員 長   ただいまの出席委員数は、議長、山崎議員を除く８名であり、定足数に達しておりますので、

令和４年度厚沢部町議会決算審査特別委員会を開会します。（１１：２６）  

委 員 長   これより議事に入ります。  

委 員 長   本特別委員会に付託された案件は、令和３年度厚沢部町各会計歳入歳出決算の認定に対する審

査で、一般会計歳入歳出決算及び特別会計歳入歳出決算の合わせて７件の審査であります。  

委 員 長   なお、議案の説明については起立し、それ以外は質問者、答弁者ともに着席のままとし、質問

は１件ずつ一問一答式で行うこととしますので、質問者、答弁者とも簡潔明瞭な質疑、答弁を心

がけてください。  

委 員 長   また、発言は必ず委員長を通してから行うようお願いします。  

委 員 長   審議の途中ですが、暫時休憩といたします。（１１：２７）  

委 員 長   休憩前に引き続き会議を開きます。（１１：３０）  
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委 員 長   審議を続行いたします。  

委 員 長   認定第１号令和３年度厚沢部町一般会計歳入歳出決算の認定について議題とします。  

委 員 長   議案の説明を求めます。  

委 員 長   副町長  

副 町 長   認定第１号の令和３年度厚沢部町一般会計歳入歳出決算の認定について説明いたします。  

（議案内容説明記載省略）  

委 員 長   説明が終わりましたので、質疑に入ります。  

委 員 長   審議の都合上、歳入・歳出とも款ごとに質疑を賜ります。  

委 員 長   歳入、１款町税について、１６ページから１９ページです。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   歳入で、町民税で７２万４，０００円の不納欠損額出ていますけれども、この状況というのは

どういう状況でこういうふうになったのか、御説明をお願いします。  

委 員 長   住民税務課長  

住 民 税 務 課 長   不納欠損額の説明なんですけれども、死亡に関する不納欠損が１件、Ｒ２年、３年で調査した

結果、処分する財産がないための不納欠損が１件、居所不明が１件、生活困窮、生活保護受給者

なんですが、１件となっております。合計で７２万４，２２９円となっております。  

 以上です。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   今の説明は、そういう状況だから、やむを得なくて７２万４，０００円の不納欠損が出たと。

要するに徴収努力はしたんですかね、しての、この残りなんですか。  
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委 員 長   住民税務課長  

住 民 税 務 課 長   個人に折衝して処分できるものは処分し、できないものというか、あと、ちょっとお待ちくだ

さい、すみません。  

 折衝して分納誓約等をしましたが、処分できる財産がない、または、生活困窮のためやむを得

ず不納欠損したケースであります。  

 以上です。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   生活困窮者は、そうしたら減免するんだというふうな決まりがあるんですか。  

委 員 長   課税収納係長  

課 税 収 納 係 長   生活困窮者イコール生活保護受給者でございますが、生活保護受給者に対しての町民税なり固

定資産税の徴収はできないこととなっております。それで、財産調査を行いまして、その自治体

にまだ生活保護を受給しているよという証明をもらった後、時効を迎えますので、今回不納欠損

として計上しております。  

 以上です。  

委 員 長   そのほか町税について何かございませんでしょうか。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   そのページの下のほうに固定資産税あるんですけれども、固定資産税の中で現年課税分の４２

万円、そして滞納繰越分が２９１万１，０００円、この内容をお知らせ願いたいと思います。  

委 員 長   課税収納係長  

課 税 収 納 係 長   令和３年度の収入未済額２９１万１，２７６円、こちら１２名の方が滞納され、期別に申すと
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４５件ということです。なお、その前の年と比較するのもあれなんですけれども、５６５万

４，０００円ほどの滞納がありましたが、その半分になったというふうに、徴収した成果だと感

じております。  

 なお、３年度の収入未済額４２万円、こちらに関しては、昨年度より２０万円ほど収入未済が

減っているということで徴収率は上がっていると、個別の折衝の効果が成果として表れているの

ではないかと思っております。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   現年度の課税分での未済額というのは、これからも期待できると思うんですけれども、滞納繰

越分、何年ぐらいがどのぐらいの件数で、その件数、長いのでどのぐらいの年があるんですか。  

委 員 長   課税収納係長  

課 税 収 納 係 長   延べ人数で言いますと２０名なんですけれども、一番古いので言いますと、平成１１年度から

の課税が残っております。なお、その方に関しては、現在も納付をほかの税金も合わせて納付誓

約を結んで徴収しておりますが、残っている滞納額も多いものですから、なかなか減らないとこ

ろであります。  

 また、先ほど課長が申し上げたとおり、過去の平成１０年代の方の調査を厳しく行いました。

その結果、財産があるということで口座差押えにより５０万円ほどの滞納をされていた方、こち

らも平成１５年度以降滞納されていた方が、口座差押えにより完納したということで、随時財産

調査、口座振替などを確認しながら徴収に努めていきたいと思います。  

 以上です。  
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委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   今のところの固定資産税なんですけれども、行政報告書の１４ページ、１４ページの（２）に

町税等調定額税目別伸長状況と載っているんですけれども、このうちの固定資産税が１億６，７５０

万円、この３年分ですね、２年度で１億８，４００万円と。これ固定資産税が下がるというの

は、どういう状況になってこれが下がったということなんですか、御説明をお願いします。  

委 員 長   課税収納係長  

課 税 収 納 係 長   決算書の２２ページの上にございます。決算書２２ページ、新型コロナウイルス対策地方税減

収補填特別交付金というのが３年度のみ計上されております。  

委 員 長   もう一度、ページ数等説明してください。  

課 税 収 納 係 長   決算書２２ページです。２２ページ、一番上にあります。  

 ２２ページ、一番上の新型コロナウイルス対策地方税減収補填特別交付金９３３万６，０００

円というふうに補正予算となりまして、収入９３４万８，０００円入っております。こちらが昨

年度特別に交付金となったものですが、中小企業が新型コロナウイルス対策として感染拡大防止

の影響を受けて収入が減少している中小事業者の、原則として業種は限定しておりませんが、こ

ちらの方々を対象として、令和２年の任意の３か月間の売上げが、前年の前の年の令和元年の同

期間の３か月と比べて３０％以上から５０％未満減少している方、中小企業の固定資産税を２分

の１にすると。また、５０％以上減少している中小企業の固定資産税をゼロにする、減免すると

いう施策がありまして、その分の固定資産税が減っております。その分、国からこの交付金が入

ってきておりますので、１，０００万円近くの固定資産税が減っているんですけれども、その

分、こちらのほうで補填されていると。また、それ以上に当然固定資産税の調定額は令和２年と
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３年と比較すると減っているんですけれども、それは現況の課税に基づいて評価しておりますの

で、土地の評価が下がるとか地目が変更になれば賦課価格が下がりますので、調定額が減るとい

うふうになっております。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   参考までに聞きたいんですけれども、家屋を解体した後、更地に戻すと、そこは６０％の課税

増ということになるということで、３年度中にそういう件数が何件ぐらいあったのか。また、そ

れについて町としてはどのような調査をするのか。もし分からなければ、後で調べてくれれば結

構ですので。  

委 員 長   課税収納係長  

課 税 収 納 係 長   申し訳ございません。具体的な件数と金額に関しては、今資料がございませんので、昼明けに

説明したいと思います。申し訳ございません。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   できればですね、今後これはかなり増えてくると思うんですよ。現在、家を解体するという方

が増えてきていますので、そういうときにどの程度の固定資産税がそのような状況になっていく

のか。これは本当に町としても大変なことだと思いますけれども、それらについての件数、３年

度中で結構ですので、その辺の対応、町としてはどう調査しているのか、それについても報告し

ていただきたいと思います。  

委 員 長   審議の途中ですが、休憩して昼食といたします。  

委 員 長   午後は１３時から再開いたします。（１１：５４）  
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委 員 長   午前中に引き続き会議を開きます。（１３：００）  

委 員 長   審議に入る前に、先ほどの中山委員からの家屋解体件数に関する質問に対して、課税収納係長

より答弁があります。  

委 員 長   課税収納係長  

課 税 収 納 係 長   令和３年中の家屋の解体は１６棟ございました。中山議員の質問は、住宅用地に対する軽減、

土地代の軽減の御質問だと思いますが、１６棟のうち課税額が増加したのが１０棟、変わらなか

ったのが２棟、この変わらなかったというのは、壊した後に新築を建てたことによるものです。

また、減少したものが４棟ございます。土地の広さに応じて土地代の価格が６分の１あるいは３

分の１に減額するのが住宅用地の負担軽減の制度でございますが、そのうち増額したのが１０棟

で５，０００円から１万５，０００円増加しております。なお、減少というのは、家屋にかかっ

ていた税金が軽減された土地代よりも高かったため、家屋を壊したことによって固定資産税全体

としては減額になったというものが４棟になっております。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   今の説明の中では、地主にその部分の固定資産税が、例えば借地した場合に地主さんにかかっ

てくるということだね。  

委 員 長   課税収納係長  

課 税 収 納 係 長   家屋と土地の名義が違う方に関しては、解体前も解体後も地主さんに賦課されておりますの

で、家屋が解体された後に減少するか増額するかは、地主さんに影響するものです。  

委 員 長   １番中山委員  
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中 山 委 員   町内見ても、私の周り見ても、かなりの空き家が今増えています。その中でも、例えば１軒の

うちで４棟の建物があるとする場合に、その４棟全部がその対象になってくるのか。当然なるの

かなと思うんですけれども、そういう事例が町内かなりこれから増えてくると思うんですよね、

解体する。これ、どうなんですか、こういう時代ですので、ほごす方が何か躊躇してしまうんで

ないかなというふうに思うんですけれども、その辺の対応策というのは町では何か考えています

か。  

委 員 長   住民税務課長  

住 民 税 務 課 長   家屋のみの固定資産の土地の軽減というのは、住宅用地に係る居住用の部分だけに６分の１、

３分の１の軽減がかかっているもので、倉庫等という、４棟とかというのは倉庫も含めた４棟と

かという意味でしょうか、に関しては初めから軽減がないので、建物を解体したからといって固

定資産税が上がるというケースはありません。今解体進めているのが、大体古い住宅とおっしゃ

いますが、親御さんが亡くなってもう遠いところに子どもたちがいて解体しているというケース

がやはり多く見られているところです。管理ができないということで解体しているのであって、

固定資産税に係る増減があるからといって躊躇しているというケースは、今のところ見られない

と思われます。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   ということは、例えば地主さんが土地を放棄するというようなことも出てくるんではないかと

思うんですよね。そういうふうになった場合に、町としてはどう対応していくのか。あくまでも

土地があって、その土地の地主さんにその税金を払ってもらう、固定資産税を払ってもらうとい
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うことになっていくのか。そうなると、いつまでも、いなくても地主さんはお金払っていかなけ

れば駄目だということになっていくんですよね。それは、どう我々判断して対処すればいいの

か。  

委 員 長   住民税務課長  

住 民 税 務 課 長   家屋の場合は、未登記といって登記はされてない家屋が多いんですけれども、土地の場合は必

ず登記、法務局のほうへ行って登記しなければならないです。なため、放棄されているとおっし

ゃられましたが、必ずその所有者に課税しますので、放棄されてても、いなくても、ここ厚沢部

町に住んでなくても、課税し、納付書を送って、支払っていただいております。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   大変しつこくてすいませんけれども、だんだんだんだん血縁者がいなくなってしまうと。そう

なった場合には、やはり町としても取りようないということになると、その土地はどういうふう

になっていくんですか。  

委 員 長   住民税務課長  

住 民 税 務 課 長   だんだんそういうふうになっていくかというふうにおっしゃられますが、今のところ放棄され

て課税できない状態にある土地というのはありません。  

 以上です。  

委 員 長   そのほか質疑はありませんか。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   今度は１８ページの入湯税の関係なんですけれども、うずら温泉の課税分の入浴者がこの行政
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報告書に書いています１万９，１０１人になっていますけれども、聞くところによりますと、う

ずら温泉は２時半から３時半まで休んでいるというように聞いていたんですけれども、まず、こ

れ休んでいるかどうか、ちょっと確認をお願いしたいと思います。  

委 員 長   政策推進課長  

政 策 推 進 課 長   コロナが拡大してきている中で、ある時点から１時間消毒の時間という形で休館しておりま

す。それは現在も続いております。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   今休んでいると。要するに、休んでいなかったら、もっと入湯税が上がるんでないかと。不便

を感じている人もかなりいるというふうに聞いています。それで、館も、それから厚沢部のほう

の上里にも温泉施設があるわけでありますけれども、そちらのほうは休まないでずっと営業して

いるというので、何でうずらだけが、コロナの関係だかも分からないけれども休む必要があるん

だということが甚だ疑問なんですよ。これはどういうふうに考えていますか。  

委 員 長   政策推進課長  

政 策 推 進 課 長   おっしゃるとおり、館と上里の温泉につきましては休館にしていないという状況であります。

ただ、うずら温泉につきましては、町外から来られる方も多いと、観光的な部分である施設とい

うことと、指定管理者である株式会社シード、こちらのほうと話をしながら休館という取扱いを

決めております。ただ、館、上里は休館してないということもあり、コロナも大分落ち着いてき

ているという中で、そろそろこの取扱いを改めるべきかなと考えていたところ、７月、８月、ま

たコロナが拡大してきておりましたのでこの取扱いを継続してきたというような状況でありまし

て、今後またこの取扱いをやめることも検討していきたいと考えております。  
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委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   非常に曖昧な回答で、ありがたいんですけれども、やっぱり町内に３か所ある温泉施設、これ

担当部署違うかも分かりませんけれども、同じ体系で営業したらどうかなというふうに思うんで

す。ですから、相手がいることだから簡単に明日から営業しますと言えないかも分からないけれ

ども、できるだけ早く休み時間を取らないで営業すれば、１０人でも２０人でも利用者が多くな

るというふうな気がしますので、ぜひそのような対応をしてもらいたいというふうに思います。

もう一度この件に関して考え方をお願いしたいと思います。  

委 員 長   政策推進課長  

政 策 推 進 課 長   上戸委員の御意見として承りたいと思います。  

 本来休館にしないという取扱いも一時考えたんですけれども、そのときまた檜山で増えてきて

いたということもありまして、この時点でやめるとなるとちょっと取扱いとしてどうなのかなと

思って、増えてきている中で休館をやめて消毒の時間を取らなくしたという取扱いになると、１

時間休んで消毒をしていたんですけれども、それがコロナが今檜山で増えていた中でやめるとい

うのはどうかなということで続けてきました。  

 今後落ち着いてきていますので、前向きに考えていきたい、休館をやめたいと考えておりま

す。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   もうしゃべらないつもりなんだけれども、コロナ、コロナと言うから、コロナであれば、館も

それから厚沢部のほうも同じだと思うんです。だから、本当にそのせいで休館しているのかどう

かというのが分からないんですよ。何でというふうな思いがあるので、できるだけ早く解消をし
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ていただきたいというふうなお願いです。答えは要りません。  

委 員 長   ほかに質疑はありませんか。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   収入全般ですよね。  

委 員 長   １款の町税についてです。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので、次に進みます。  

委 員 長   ２款地方譲与税について質疑ありませんか。ページ数は１８ページから１９ページまでです。  

委 員 長   ８番浜塚委員  

浜 塚 委 員   今ウクライナ戦争で原油価格というんですか、ガソリン価格が大変高騰しておるという状況だ

と思います。それで、分からないので聞きますけれども、１番目の地方揮発油譲与税というの

は、価格が上がった場合には高くなるとか、交付される額が多くなるとか少なくなるとかとい

う、そういう関係性はあるんですか。  

委 員 長   副町長  

副 町 長   この揮発油譲与税というのは、製造現場から揮発油を製造するときに量によって課税されると

いうことになっております。要するに油代が上がったからじゃなくて、製造した量、量に課税さ

れて、その１００分の４２、４２％ですね、それが市町村に交付されると。その市町村道の道路

の延長、それから面積、そういうものが交付の根拠になっております。  

委 員 長   そのほか質疑ありませんか。（「ありません」の声あり）  

委 員 長   ないようですので、次に進みます。  

委 員 長   ３款利子割交付金について、１８ページから１９ページまでです。（「ありません」の声あ
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り）  

委 員 長   ないようですので、次に進みます。  

委 員 長   ４款配当割交付金について、２０ページから２１ページまでです。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので、次に進みます。  

委 員 長   ５款株式等譲渡所得割交付金について、２０ページから２１ページまでです。（発言する声な

し）  

委 員 長   ないようですので、次に進みます。  

委 員 長   ６款法人事業税交付金について、２０ページから２１ページまでです。  

 質疑ありませんか。（「ありません」の声あり）  

委 員 長   ないようですので、次に進みます。  

委 員 長   ７款地方消費税交付金について、２０ページから２１ページまでです。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので、次に進みます。  

委 員 長   ８款環境性能割交付金について、２０ページから２１ページまでです。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので、次に進みます。  

委 員 長   ９款地方特例交付金について、２０ページから２３ページまでです。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので、１０款地方交付税について、２２ページから２３ページまでです。（発言

する声なし）  

委 員 長   ないようですので、１１款交通安全対策特別交付金について、２２ページから２３ページまで

です。（「ありません」の声あり）  

委 員 長   ないようですので、１２款分担金及び負担金について、２２ページから２５ページまでです。  
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委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   ２５ページになりますけれども、農林水産業費負担金、相和の関係の負担金、これについては

何回か説明受けて、収入済額だとか、そういうのはある程度理解していますけれども、この中で

予算額が４，０５５万円ですよね、収入済額が１，７０２万９，０００円ということで、調定額

は入金する見込みのもので１億４，８００万円ですけれども、この４，０５５万円に対する

１，７００万円の入金というのは、これどういうふうに理解すればいいのか、御説明をお願いし

ます。  

委 員 長   農林課長  

農 林 課 長   農業費負担金の４，０５５万円の考え方でありますが、これにつきましては、当初予算には相

和のほかにも鶉ダム管理道営事業負担金、あとは団体営事業、もろもろのものを予算計上してお

ります。その中で補正対応させていただいた部分もありますし、また、繰越しにより財源充当を

図っているものもございます。その積上げが４，０５５万円ということになろうかと思っており

ます。ですので、相和のみならず、その土地改良事業を全て網羅した中で予算を積み上げます

と、４，０５５万円を予算として見ているという形であります、この負担金の中ではですね。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   この４，０５５万円は相和だけではないというふうな説明でありますよね。  

 そしたら、収入済額のところ、１，７０２万９，０００円のところに、その部分の収入済額が

記載されてもいいと思うんですよ。それが全く記載されなくて、収入済額が１，７０２万９，０００

円のこれ相和の関係の収入だけが載っているというので、私はちょっと理解できないでいたんで

すよね。  
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委 員 長   副町長  

副 町 長   今のところに下のほうに表が入っていますよね。それを中で説明しているわけであります。国

営の相和では、調定額が１億３，３００万円、収入が３１２万１，０００円というふうになって

いて、それぞれそれ以外はほとんど調定と収入が同じだということになっていますので、そうい

うふうに説明でこの表をつけていますので、よろしくお願いします。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   今のやつを見れば、相和以外のやつも入っているというようなことなんですけれども、そした

ら、そもそもこの４，０５５万円という根拠ですね、どういうふうな根拠でこの４，０５５万円

を設定したのか。あとの相和以外のやつは、ほとんど同額に近いだけのお金が入っていますよ

ね。そしたら、大体分かりやすいんですよね、予算組むにしても。残りの相和で３１２万１，０００

円入っているわけだから、残りの何千万円というのは、どこから持ってきた４，０５５万円だと

いうふうな説明になりますか。  

委 員 長   副町長  

副 町 長   予算と調定の差だというふうに思いますけれども。予算は町の予算ということで、これも町全

体の予算の中の一部ということで、収入を多く見て入ってこないということになると歳出のほう

に影響が出るよということで、本来であれば１億３，３００万円を予算化するべきですけれど

も、実際の相和の負担金の徴収の関係でこれだけ入ってこられないというのを見て、町としては

予算のときにこれぐらいは入るだろうと確実な線を、これしか取らないというわけじゃないんで

すけれども、それを見て、こう予算化しているということで、歳入不足にならないようにという

ことで予算を組んでいるということです。  
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委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   副町長ね、今の説明であれば、予算が少なくて収入が多いというふうな説明であれば分かるん

です。予算が４，０５５万円の予算で当初予算組んだわけですよ。そして、これを収入で入ると

いうことで全体で予算を組んで、歳出もそれなりに予算組んでというのが一般的なんですね。私

の聞いているのは、この４，０５５万円が４００万円で実際１，７００万円入ったんだよなら分

かるんです。ですけれども、今副町長言われるのは、逆のことを言っているような気がするんで

す。予算を過剰に見て、収入が少ないというようなことですよね。  

委 員 長   農林課長  

農 林 課 長   すみません、４，０５５万円につきましては、相和のみならず、先ほど繰り返しますが、１億

３，１６０万円ほどとなっておりますが、この内訳としましては、令和３年度から令和４年度に

繰り越して執行しているものがあると。令和４年度繰越分も含めた額なので、この数字になって

おります。繰越明許につきましては、今年の６月定例会において約２，０００万円ほど繰り越す

ことを承認いただいておりますし、そういうものも含めますと、それと相和が合わさったものが

収入未済額というふうになろうかと思っております。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   繰越明許費が２，０００何百万あるから４，０５５万円になったという説明なんですよね、最

終的にね。であれば、最初からそう言ってもらえれば、ここに書いてないものがあるんだよとい

うことを理解できるわけですけれども。今度から分かるように説明をお願いしたいと。聞くのも

分からないで聞いていて申し訳ないですけれども、よろしくお願いします。  

委 員 長   ８番浜塚委員  
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浜 塚 委 員   相和の関係でございます。収入金額が３１２万１，９３６円というふうになっていますが、３

年度の分では、これ２件徴収ゼロということになると思うんですね。それで、１件につきまして

は、諮問出た１件だと思いますが、もう１件の人につきまして、これゼロというのは、私、どう

しても理解できないんですよね。この人の滞納処理状況の完納見込という欄と、一番右側の欄で

すが、納付契約による納入と書いてあるんですよね。納付契約による納入であれば、仮に１円で

も１０円でも１００円でも１，０００円でもという納入契約になっていると思うんです。それが

ゼロということに関して、どういうことなのか。  

委 員 長   農林課長  

農 林 課 長   浜塚議員見られているのは、所管事務調査、議員協議会でお示ししたものでありますでしょう

か。  

 今、全く入っていない方、ゼロの方いらっしゃるとおっしゃっておりましたが、先ほどもちょ

っと諮問の関係でありました方以外については、もう１名の方いらっしゃるかと思います。その

方については、納付誓約に基づく徴収もあるんですけれども、今現在納付がちょっと滞っている

状況もあります。なので、今ちょっとその辺は年金差押えのほうに動いている状況でありまし

て、納付折衝併せて今差押えのほうも今平行しているところでありまして、令和３年度において

はちょっと残念な結果ではあるんですけれども、令和４年度において少しでも歳入回収を進めて

まいるというふうに努めているところです。  

委 員 長   ８番浜塚委員  

浜 塚 委 員   そしたらこの人、平成３０年離農しているということですよね、そうですよね。そしたら、元

年、２年ということですか。元年、２年の徴収状況というのは、どういうふうになっています
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か。  

委 員 長   農林課長  

農 林 課 長   元年、２年の納付状況でありますが、令和２年度について、ちょっと元年度、今金額をちょっ

と持ち合わせてないんですが、令和２年度において、もう１件の方のことのお尋ねと理解してよ

ろしいでしょうか。令和２年度においては、８名の方いらっしゃいました。  

委 員 長   浜塚委員、まず、農林課長の回答を待ってから、再度質問してください。  

農 林 課 長   令和３年度において未納の方、ゼロの方、もう一方の方の令和２年度、元年度の納付状況とい

うことでよろしいでしょうか。  

 令和２年度におきましては、納付額、令和２年度８８万４，９００円、これを納付されていら

っしゃると思います。令和元年度においては１６１９万１９２６円、これを納付されているかと

思います。  

 以上です。  

委 員 長   ８番浜塚委員  

浜 塚 委 員   分かりました。もう４年ですよね。予定している、何と言いましたか。ああ、年金の差押え

ね。これから４年、５年、これからずっとそういうふうな形で徴収を進めていくということで考

えているということで理解してもよろしいでしょうか。  

委 員 長   農林課長  

農 林 課 長   年金、農業者年金を主に差押えに向けて検討しているところでありますが、年金機構とも協議

の上、進めていかなければならない部分もあります。なので、今回一回そういうちょっと強行な

手段を取って、その後、納付誓約が交わせるものなのか、また、換価できる財産がもうほぼない
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方でもいらっしゃいますので、その方についても引き続き差押えを継続するだとか、それが有効

なのかどうかも含めまして今検討しているところであります。  

 いずれにしましても、その方々についても強行的、議会からの求めもございますので、強制的

な部分も含め、町としてもなるべく回収に努めてまいりたいというふうに考えております。  

 以上です。  

委 員 長   ８番浜塚委員  

浜 塚 委 員   ゼロというのがまたないような形でぜひとも進めてもらいたいと思います。もらえる額は多少

少なくても、少なくてもはちょっと語弊ありますけれども、とにかく毎年必ず幾らかでも徴収の

努力をされたいという私の意見でございます。よろしくお願いします。  

委 員 長   農林課長  

農 林 課 長   承知いたしました。徴収に向けて努めてまいりたいと思いますので、御指導のほどよろしくお

願いいたします。  

委 員 長   １０番佐々木委員  

佐 々 木 委 員   同じく相和ですけれども、令和３年の納入状況で実績に基づいて、１２月の協議会の資料を見

ると、８戸の方が対象だったんですけれども、現在はどういうふうな状況になっておりますか。  

委 員 長   農林課長  

農 林 課 長   昨年度８名の方いらっしゃいました。今年度は７名と。１名の方は納付、全て終わりまして完

納されております。残り７名と。その７名の方のうち、今、諮問の関係もございますが、それと

先ほど浜塚委員からも御指摘あった方除いた５名の方、これについては、今協議会の中において

も国の協力金だとかの関係もあって、ちょっとその期間終了を待っていますという方もいらっし
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ゃいました。今年度９月において、先週ですか、町との契約、協力金の制限期間が過ぎましたの

で、それについても公売に向けて今検討を進めようとしているところであります。また、営農を

継続した中で納付誓約に基づいて納付されている方もいらっしゃいます。この方々については、

納付誓約に基づいた納付をしていただいておりますので、その部分については継続してまいりた

いというふうに考えております。  

 あと、全ての方に共通するんですが、高齢の方もいらっしゃいます。そういった方々について

は、今売買に向けて話を進めている部分もありますので、令和４年度において何がしかの進捗を

図ってまいりたいというふうに考えております。  

委 員 長   １０番佐々木委員  

佐 々 木 委 員   監査委員の意見書に基づいたそれぞれのケースに応じた取組を進めるということで理解しまし

た。  

 その中で前段、審査請求の案件ということで審議した経緯もありますけれども、そういった

中、時効完成ということで町側は捉えていないということをおっしゃっております。そしたら、

そういった部分の時効の完成という部分は、どういうふうな経緯でそういうふうに完成に、町側

の考えとして完成に至るのかという部分をお話ししていただければというふうに思います。  

委 員 長   農林課長  

農 林 課 長   時効に関わる部分、朝の協議会でもお話しさせていただいた部分でありますが、これにつきま

しては、平成１１年度、先代の方が亡くなられたときに相続が発生すると。相続については可分

債権でもあるということで、そのときに奥さん、また息子さん方いらっしゃったので、そのとき

に法定相続持ち分に基づいて相続が継承されるものであったというところが、今回、今年弁護士
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さんに相談いただいた上の中での最終結論です。  

 それ以前はどうかといいますと、平成１１年度、その法定代表人ですか、相続代表人、その方

に町は請求をしていたと。その中でやり取りする中で、平成二十四、五年ぐらいまではその方１

名の方にずっと請求をしていたと。それは、ちょっと当時開発局さんとか私も担当していたんで

すが、開発局さんとの話の中でも徴収に行った経緯、その方にしか行っていなかったです。町と

しましても、その人が相続をしたとみなして、それに向かって開発局の助言もいただきながら進

めていた部分もございます。  

 ただ、償還が終わりまして、その後、具体的に数万円の納付ではいつまでたっても完納しない

だろうという御指摘もございました。その中で法的な手続、差押え等も進めるべきではないか

と、いろんな意見をいただいた中で、差押えなりの手続徴収に変えて、そういう部分を進めてき

た経緯にあろうかと思います。  

 その中で直近になって差押えを行ったところ、相手方のほうから弁護士を通じて法定持ち分に

基づくものではないかという不服審査が寄せられたと。町としましては、それまではその方１人

が債務者だという考えで進めておりまして、何度か弁護士さんの事務所にも行きましたが、その

町の主張を支持されるというか後押ししていただけるようなお話でもあったので、それで進めて

きたところではありますが、今回の不服審査の相手方の弁護士、また、審理員の八雲町の弁護士

さんの意見書、これを踏まえて最終的にどのような判断になるかといったところで、今年の５月

２４日にまた私ども弁護士のほうに行って、最終の確認をしたところです。その最終の確認にお

いて、やはり１０分の１の持ち分であろうと、それが法的な判断だというようなお話もいただき

ましたので、６月の協議会等においてお示しをしたところであります。  
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 以上です。  

委 員 長   １０番佐々木委員  

佐 々 木 委 員   よく分からないんですけれども、私の言いたいことは、今回の審査請求された案件について

は、６月の協議会でも私どもに示したように、時効となり得る可能性が大の案件であるというこ

とですよね。それで、町側としてはまだ時効完成とは捉えていないということで、要するに問題

の先延ばしというような部分が見えるわけです。というのは、審査請求に関連して町長、副町長

から答弁いただきました。責任を感じているということをおっしゃっております。そういったお

考えがあるんであれば、先延ばしするということでなくして、きちっと現状の体制の中で責任を

明確にして、町民とか関係者に示すべき考えはないものなんですか。そうあるべきだと私は思う

んですけれども、いかがでしょうか。  

委 員 長   副町長  

副 町 長   朝の協議会でもお話ししたと思います。今の不服申立てを相手側に伝えますよと、却下します

と、それからまた物が動くと思うんですよね、事が。それを受けて実際やり取りして、時効だ

と、完全にそういうふうになったとはっきりしたら、当然そのときにいろいろな対応策をという

ことになると思います。  

 ですから、まだどうなるか分からない、今相手とやり取りしている中で、町はこうですよとい

うことにはまだならないんじゃないかというふうに思います。  

委 員 長   １０番佐々木委員  

佐 々 木 委 員   農林課長のお話にあったように、それぞれのケースに応じた対策を早期に進めるということを

強く申し添えるところであります。そしてまた、今回の審査請求の案件にあったような例という
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か、そういった第二の審査請求というようなことにならないように、早期徴収に努めていただき

たいということを申し添えるものです。  

委 員 長   佐々木委員、回答は要りますか。  

委 員 長   農林課長  

農 林 課 長   佐々木委員からも御指摘受けましたように、ケースに合わせて徴収に努めていただきたいとい

うお話ですので、農林課としましても進めてまいろうと思っております。また、ケース・バイ・

ケースでなかなか進捗が思わしくない場合も、人ごとのケースであるかとは思うんですけれど

も、最大限の回収に向けて取り組んでまいりたいと思っております。  

 以上です。  

委 員 長   ほかに質疑はありませんか。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので、次に進みます。  

委 員 長   １３款使用料及び手数料について、２４ページから２９ページまでです。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので、１４款国庫支出金について、３０ページから３７ページまでです。  

委 員 長   ４番松村委員  

松 村 委 員   ３３ページですけれども、衛生費国庫補助金で合併処理浄化槽設置事業費となっていますけれ

ども、この合併処理浄化槽なんですけれども、例えばお年寄りの方が暮らしていて亡くなって、

その家まだ残っている。長男という方が函館のほうにいるんですよ。その人が浄化槽つけたいと

いうんだけれども、住所がここでない、厚沢部でない、函館にいるんですよ。そういう方という

のは、土地と建物は長男坊のほうに登記していたけれども、住んでいないと。そういう方が浄化

槽をつけたいとなったら、補助出ないんでしょうか、どうなんでしょうか。  
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委 員 長   建設水道課長  

建 設 水 道 課 長   基本的には住民サービスの一つなので、住民でない方に補助金を交付するということにはたし

かならないと思います。こんなこと言えばあれですけれども、一時でも住所を移してもらって町

民になって、家に合併浄化槽つけたいんだと。つけて、つけるということは、そこに誰か彼か住

むということだと思うんです。そういう形でやって、いろんな方法を取っていただければ、現状

とすればその人はそこに住まないのかもしれないんですけれども、名義上その人が責任持って住

所を移して補助申請していただくとか、そういう形を取っていただくのがよろしいかと思うんで

す。  

委 員 長   ４番松村委員  

松 村 委 員   それは分かりますけれども、例えば一軒家、まだしっかりしている一軒家なので借りたいと、

そういう方がいまして、浄化槽ない普通のそれこそくみ取り式だから、まあまあ借りる人がやっ

ぱり嫌がるんだよね、どうですかといってもやっぱり。そこで、借りた人が浄化槽を申請しても

らえれば補助が出るということですか、そこに住んだら。厚沢部町のその家に住みましたと、浄

化槽にしたいと。そしたら補助が出る、住民になっているもの。  

委 員 長   建設水道課長  

建 設 水 道 課 長   借りる人が、その財産が、その補助金出たのでその所有物になってしまうので、借りる人はそ

こまで自分で手足出してやるというので、その辺はちょっと条例、条項といいますか、それで判

断したいと思っています。  

委 員 長   ４番松村委員  

松 村 委 員   しつこくて申し訳ないんですけれども、借りたいという人、まず住むと、そこに、住んだと。
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浄化槽をお願いしますと、そういうのだったらいいということね。本人、その人の建物でないん

だけれども、借りた人が浄化槽にしたいと、そういう場合はどうなの。やっぱり建物も土地も本

人のものでないけれども、そういう場合は貸し手も借りた人も全然浄化槽やれないということで

しょう。  

委 員 長   建設水道課長  

建 設 水 道 課 長   ちょっと調べて。基本は駄目だと。土地は関係ないです。建物の所有者がまず申請出すという

ことになりますので。  

委 員 長   ４番松村委員  

松 村 委 員   ということは、借りた人はそういう申し込んでも原則は駄目だということだね、所有者でない

から、そういう解釈していいんですか。  

委 員 長   建設水道課長  

建 設 水 道 課 長   １か月でやっぱり出ていくはとかとなってしまって、百何十万円の補助金出して１か月でいな

くなられて、後知らないということにもちょっとならないので、基本的にはずっとそこの補助金

を受けた人がきちっと自分が住まなくてもやっていただけるような形の性格上のものだと思いま

す。  

委 員 長   建設水道課長  

建 設 水 道 課 長   例規集のこの緑の本の中に、家屋の所有者、補助金の補助対象者は家屋の所有者及び前条の工

事を行うものということなので、所有者が、前条というのは、くみ取りを水洗にするというよう

なことになっていますので、その所有者が基本的、所有者以外の者は補助対象にはならないとい

うような補助規則になっております。  
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委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   課長、今の件ですけれども、すごくややこしいなという状況なんですけれども、その場合は、

やっぱり本人の意思というか、それでどうなんですか、入る人の。  

委 員 長   建設水道課長  

建 設 水 道 課 長   大家さんが基本的にその合併処理浄化槽の補助申請をして設置すると。だから、借りる人はあ

くまでも借りる人なので。例えばうちの持家奨励金ですね、５０万円のやつ、あれもそういう方

もいらっしゃるんですけれども、貸家で造った場合は５０万円の対象にならない、補助対象にな

らないのと同じで、この合併処理浄化槽も所有者じゃない人が申請されても補助対象にはならな

いということです。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   そうすると、大家さんが例えばそれを申請して造って、貸すという場合だったら、これはオー

ケーと。  

委 員 長   建設水道課長  

建 設 水 道 課 長   それは構わないと思いますけれどね。あくまでも大家さんが補助申請して、それで住宅に浄化

槽つけて、それを誰かに貸すというのは。そういうケースはあるというか、貸家になっていると

ころもありますので、合併処理浄化槽つけて。ただ、そうなると、８，０００円の清掃の補助

金、そういうのは使用者が補助申請されても出ないという。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   もうこの制度というか補助金はかなりの年月たって、もうそろそろ限界の浄化槽というの、便

槽というんですか、トイレがもう使えなくなってきているという現状なんですけれども、再度造
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りたい、変えたということで申請した場合は却下ですね。  

委 員 長   建設水道課長  

建 設 水 道 課 長   基本的には同じ人に２回補助金は出さないので。ブロアーを多分取り換えれば、合併浄化槽本

体自体は４０年やそのぐらいはもつと思うので、ブロアーはバアっと回るやつで、あれはやられ

ちゃうので、あれを取り換えるぐらいだと思うんですよね。だから、合併処理浄化槽全体の補助

金を再度くれ、壊れたから再度くれという人は、今のところ、もう２０何年たっていますけれど

も、ないですね。  

委 員 長   そのほか質疑ありませんか。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので次に進みます。  

委 員 長   １５款道支出金について、３６ページから４７ページまでです。質疑ありませんか。（発言す

る声なし）  

委 員 長   ないようですので次に進みます。  

委 員 長   １６款財産収入について、４６ページから４９ページまでです。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   繰入金の関係で伺いたいんですけれども、４８ページですね。行政報告書に……  

委 員 長   上戸委員、この後繰入金出てきますので。今は財産収入です。１６款の財産収入であります。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   手を挙げたから、やっぱり質問しないと。  

 ４９ページなんですけれども、不動産売払収入。予算に対する収入が、これも先ほど来言って

いますけれども極端に低いということで、何か取りやめでもしたのかなというふうに推察してい
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ますけれども、状況を御説明してください。  

委 員 長   経理管財係長  

経 理 管 財 係 長   緑町の分譲地を１区画売ることで予算見ておりますので、その分が結局前年度は売却なかった

ので、その分。（「ちょっと聞き取りにくい」の声あり）  

 緑町の分譲地が毎年１区画売れる想定で予算計上しておりまして、去年は売却なかったので、

その分が収入に乗ってこないということです。１区画売れることで予算見ているんですけれど

も、結局売れなかったということです。５００万円で予算見ておりますけれども。  

委 員 長   そのほか、１６款財産収入について御質問ありませんか。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので次に進みます。  

委 員 長   １７款寄附金について、４８ページから４９ページまでです。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので次に進みます。  

委 員 長   １８款繰入金について、４８ページから５１ページまでです。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   繰入金のことで伺いたいんですけれども、行政報告書の１８、１９ページに基金の運用と管理

状況が掲載されています。５月末時点の比較では、去年と今年では今年が３億３，３００万円ほ

ど増えているというふうにこの表ではなっていますけれども、この基金ですけれども、いっぱい

基金別の項目があるんですけれども、目標額というのはあるんでしょうか。  

委 員 長   副町長  

副 町 長   基本的にはないということになると思います。貯金がないよりはあったほうがいいんだろうな

というふうに思いますけれども、一応目的を持っている基金については、それなりに積んで一応
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目標額みたいなものはあると思いますけれども、全体的には幾らまで積むということはないで

す。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   目標がないということで、まだまだ貯金恐らく積みたいんだろうなというふうな気がしていま

す。これからどんどんどんどん増えていけば、６０億円が７０億円になるというふうなことで。

これあれですか、そうしたら財政調整基金だとか公共施設整備基金だとかは、もし繰入れすると

したら、要するにさじ加減で入れるということですか。目標額も何もないから、今回は公共のほ

うにやるべとか、今回は財政調整基金にするべとか、そういうふうな形なんですかね。  

委 員 長   町長  

町 長   今基金の目標額というもののお話しになりました。皆さん方御承知のとおり、この財政調整基

金については今非常に国が目を光らせて、財政調整基金を多く持ったところには交付税を減らす

よ、こういう今脅しが出ております。全般、基金の中で、やはり行政としては調整しながら、そ

っちにあまり目をつけられないようにいろんなやり方をしているわけです。  

 そういう中で、当初１９年の私が町長選に出たとき、目標額というものを定めて出ました。当

時は基金の金が４億円ちょっと、赤字会計でありました。起債のほうが多くて基金が少ない、

１８年までは。したがって、そういう赤字会計を行政が持っては、いずれ職員の給料もままなら

ないということで、１９年の私なったときから１００億円をためるという、将来の厚沢部町の子

どもたちに残す金１００億円を目標にためていきます、こういうふうな当時の財政課長から始ま

って、全部当時の財政課長につなぎながら、この基金を、言うなれば全体予算の中でその年の処

理の中で余ったから流用して使うとか、そういうことは駄目よと、款項目の中で必ず余ったもの
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はそのまま繰り越せ、繰り越して、じゃその繰越しの中で幾ら基金のほうへ積めるかと、こうい

うふうな生活設計を組んでずっと今まで来たわけです。おかげで今こういう額になりましたけれ

ども、まだ１００億円まではちょっと足りないなと思いながら。  

 ただ、いずれにしても今北海道の中でもこれだけの基金を持っているというのは優等生と今言

われているわけですから、これを将来の子どもに残していきますよと、最大限に今の町フルに財

政の中で運用しながら、そして大きな財源を将来の子どもに残す、こういう基本的な考え方の中

で今基金を運用しながら積んでいると、こういうこと。目標はあくまでも１００億円という考え

方で今まで来たところであります。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   １００億円もためられれば、利息だけでも結構な額になるわけだから頑張って積んでいただき

たいと思いますけれども、ただ何となくですけれども、毎年の予算組むときに、今年は３億円積

むんだとか、４億円積むんだということをまず置いて予算組みしているような気がしているんで

す。違うかも分からないけれども。ということは何を言いたいかというと、あちこちの必要な予

算を削っているんでないかというような気がしているんだけれども、その辺はどうなんでしょう

か。  

委 員 長   町長  

町 長   基金積むために予算を減らしながらやっているということはありません。ただ、我が町の財政

計画の特異的なものは、交付税の最大限を使わないという、交付税のうち１割、２割は必ず留保

して、今まで補正のたびに少しずつ使ってきていると、こういう財政運営というのは他の町には

あまりないケースである。したがって、ためる金というものは、そこからおのずから決算の段階
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で出てくるというふうな考え方で今までやってきておる。  

委 員 長   そのほか質疑ありませんか。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので次に進みます。  

委 員 長   １９款繰越金について、５０ページから５１ページまでです。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   繰越金が今年度は１億４４万円、これ前年繰越金ですね。それで、監査委員が作っていただき

ました令和３年度厚沢部町各会計歳入歳出決算意見書の中の不納欠損額、収入見込額、不用額一

覧表ってあるんです。ここで歳出のほうで聞くかなと思ったんだけれども、関係あるんで繰越金

の関係で聞くんですけれども、この歳入の不用額で１億円ぐらいあるんですね、毎年。要する

に、それが繰越金になっていくのかなというふうに感じていますけれども、役場の会計では、最

初から要するに予算１万円だったら１万円を超えた支出は絶対駄目よというふうな形の運用をし

ているものなんですかね、その辺どうなんですか。  

委 員 長   副町長  

副 町 長   基本的には、もう予算を超えての支出というのはあり得ません。ただ緊急にどうしても必要だ

ということだったら、地方自治法で認められている流用、よその科目から流用して使うというこ

とはありますけれども、基本的には与えられた、当初議会で議決いただいた予算を超えて使うと

いうことはできません。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   私、普通の職場しか分からないものですから、予算つくっても必ず凸凹というのがあるんで

す。ですけれども、役場の会計を見ると、おしなべて不用額が出ていると。どの部門でも不用額
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が出てないところがないと。これも監査意見にありましたように、予算づけが甘いんでないかと

いうふうな監査指摘もありましたけれども、この辺に対してどういうふうに思いますか。  

委 員 長   副町長  

副 町 長   先ほども言いましたように、もう予算は、予算を組んで予算以上のものは支出できないし、契

約もできないし、執行ができないということなので、例えば１万円予算を組んで９，５００円の

ものを買いますというのはできますけれども、１万円で１万５，０００円のものを買うというこ

とはできないということになって、必ず予算より執行額は少なくなると、あるいはぴったりと、

うまく何千円単位の負担金とかだったらそういうこともありますのでそういう部分ありますけれ

ども、マイナスになるということはあり得ないということです。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   これは収入のほうですから、決算のほうですごくいびつだなというふうな科目もあるので、そ

ちらのほうでまた質問させていただきます。  

委 員 長   そのほか繰越金について質疑はありませんか。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので次に進みます。  

委 員 長   ２０款諸収入について、５０ページから５７ページまでです。  

委 員 長   ４番松村委員  

松 村 委 員   ５５ページ、見守りロボット利用者負担金とありますけれども、見守りロボットというのは何

件利用しているんでしょうか。  

委 員 長   保健福祉課長補佐  

保健福祉課長補佐  現在は４件利用あります。  
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 以上です。  

委 員 長   ４番松村委員  

松 村 委 員   この見守りロボットというのは、２０個ぐらいあるんじゃなかったかな。ということは、あと

の１６個は何も使ってないと、そういう状況なんでしょうか。これは２０個分というのは、電波

使うんでしょう、公共電波。それ２０個分を払わなければいけないんでしょう。ということは、

大変利用率が悪く、なぜ２０個も買ったのか、ちょっと考えられないんだけれども。お年寄りが

まず使えないんじゃないかと。あれは見守りロボットだから、お年寄り、ひとり暮らしの置いて

おいて、あと家族とか誰かが見るような形だよ、たしかね。ということは、年寄りが使えないも

のを何でそんなに買ったのかと、そういうふうになるんですよ。だから、もう少しお年寄りに使

えるように説明したり、あとは家族にもちゃんと説明して、こういういいものですよと。大変い

いものなんですよ、本当は。ただ、利用者が少ないということは何か原因があると思うんです

よ。その辺をどういうふうに今後考えているのか、ちょっとお聞きします。  

委 員 長   保健福祉課長補佐  

保健福祉課長補佐  松村議員の言うとおり、とってもいいいものなんですけれども。  

 ちょうど、何でもコロナのせいにしてしまってあれなんですけれども、町民の皆さんに周知を

しようと考えたときに、ちょうどコロナがはやってしまったというところもありまして、なかな

か訪問をしてとか、あと、老人クラブの集会のところにロボットを持っていって説明しようとか

係としては考えていたんですけれども、コロナ禍でちょっと動けなかったというところもありま

す。  

 あと、高齢者の方たちに使いづらいと言われている方もいますし、上手に使われている方もい
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ますので、一概に高齢者だから使えないということではないと思うんですよね。私たちの係のほ

うでも、ロボットに何か不具合が出た場合には駆けつけて、どこがおかしいかという調整とかも

今現在もしてはいます。  

 なので、今年に入ってからはお試しをしてもらったりとかして、モニタリングのような状況を

ちょっとやっています。それで、何で使いづらいのかをモニタリングで聞いたことを私たちのほ

うで評価して、また使いやすくするためにどうするかというのを今、今年度中、これ考えて、あ

と使われてないロボットをより使いやすいように住民の皆さんに提供できたらいいなと現在考え

ております。  

 以上です。  

委 員 長   ４番松村委員  

松 村 委 員   利用料も高いんじゃないでしょうか、その辺どうなんでしょうか。今利用料幾らだったかな。

４万、結構しますね、３万円か４万円するの。だから、その辺も、まあまあいいです、その辺も

もう少し安くというのは変だけれども、利用しやすい額にして、どんどんどんどん使ってもらう

ようにしてほしいと思います。よろしくお願いします。  

委 員 長   保健福祉課長補佐  

保健福祉課長補佐  その料金についても今回のモニタリングに協力してくれた方たちにお聞きしていますので、そ

こら辺も検討事項にはしております。  

 以上です。  

委 員 長   そのほか諸収入について何か質疑ありませんか。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので次に進みます。  
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委 員 長   ２１款町債について、５８ページから６１ページまでです。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので、歳入全般について御質問ありませんか。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので、歳入の質疑を終了します。  

委 員 長   審議の途中ですが、１４時半まで休憩します。（１４：１６）  

委 員 長   休憩前に引き続き審議を続行します。（１４：３０）  

委 員 長   次に、歳出の審議に入ります。  

委 員 長   １款議会費について、６２ページから６３ページまでです。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので次に進みます。  

委 員 長   ２款総務費について、６２ページから９９ページまでです。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   ６５ページなんですけれども、前々からちょっと気になっていたんですけれども、報酬と給料

とあるんですけれども、そこに会計年度任用職員の報酬と、その下が会計年度任用職員の給料と

あるんですけれども、この報酬と給料の差って一体何だったんでしょうか。  

委 員 長   総務係長  

総 務 係 長   今御質問のありました会計年度任用職員の報酬と給料の差になりますけれども、こちら会計年

度任用職員には常勤職員と同じ時間勤務しているフルタイム会計年度任用職員と、あとパートタ

イムの種類があります。フルタイムの会計年度任用職員は、常勤職員と同じ時間勤務しているの

で扱い的には常勤的非常勤職員ということで給料での支出になります。パートタイム会計年度任

用職員というのは、実績に応じた支払いになりますので反対給付と言われる報酬という支払いに

なるという制度上の問題であります。  
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 以上です。  

委 員 長   そのほか質疑ありませんか。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   これをあまり質問するなと過去に怒られたことがあるんですけれども、６７ページの町長交際

費です。半額ちょっと使ってないというのは、大体項目、主な使用目的というのは、町長何に使

っているんですか。  

委 員 長   総務係長  

総 務 係 長   町長交際費の主な使用目的なんですけれども多々ありまして、町長の行政推進活動に伴う経費

にかかるものに支払っているところです。例えば会議のときの会費だとか、御祝儀だとか、そう

いったものも支払っているところなんですけれども、令和３年度については、やはり先ほどもよ

く出てたんですけれどもコロナの関係で出張等、会議等も減っている部分もありまして、そこで

支出のほうが例年よりも少なくなっている状況でございます。  

 以上です。  

委 員 長   総務係長  

総 務 係 長   あと、そのほかに、慶弔規定で町のほうから香典等、あと供花ですね、支出することになって

いますので、そちらのほうもこの町長交際費から支出することになっております。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   交際費というのは、うちの議長、交際費持っていますけれども、項目的にある程度これに対し

ては町長の交際費を使うとか、それは町長個人が決めるのか、それとも、係で決めて、それを交
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際費として出していくのか、その辺はどうなんですか。もう項目は決まっているんですか。  

委 員 長   総務係長  

総 務 係 長   明確に基準というものはないんですけれども、先ほど申し上げた葬儀等の慶弔規程に関するも

のだとか、そういったものはもうこちらの町長交際費のほうから支出することになっておりま

す。基準にない判断に迷う例外のものについては、その都度、町長に御相談して判断をいただい

ているところです。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   我々町議も同じですけれども、町長も同じだと思うんですけれども、選挙に違反すれば、出す

金額とか、それから項目によっては選挙違反になるというようなことも大変加味した中で判断し

なければならないと思うんですけれども、その辺は係が決めて出すのか、町長が決めて出すの

か、その辺はどうなんですか。  

委 員 長   総務係長  

総 務 係 長   例年慣例的に支出しているものだとか、先ほど申し上げた慶弔規程に規定するものだとか、そ

ういった決まったものは係のほうで基本的には判断させていただいているんですけれども、やは

り先ほど申し上げた例外だとか特別の事情があるものだとか、そういったものは都度、町長に判

断していただくという形になります。  

委 員 長   副町長  

副 町 長   交際費は係のほうで判断するということですけれども、必ず町長まで全て決裁をもらって、そ

れから支出するということにしております。  
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委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   交際費については、前に怒られた経緯がありますので、これ以上質問しませんけれども。  

 ８７ページになるんですけれども、地域おこし協力隊についての質問をしたいと思います。  

 行政報告書を見ますと、１４０ページなんですけれども、この中で大変残念な結果に終わった

のが、３年４月１日から女性の方が当町に来てくれました。我々もいろいろと接した中で非常に

期待したんですけれども、途中でリタイアして他の市町村のほうに行ったという経緯があるんで

すけれども、このときのせっかく来てくれた協力隊員が行かなければならないような状況になっ

たというのは大変残念なんですけれども、その辺の経緯、課のほうではどう考えているのか。  

委 員 長   農林課長  

農 林 課 長   昨年度協力隊として活動されていた方１名いらっしゃいます。残念ながら年度途中で町を離れ

るという結果となりました。その方につきましては、昨年度においては経営継承ということで中

館のほうの農家さんのほうに入りながら研修をやっていただいたという経緯になります。その中

でなかなか研修のときに、その前からいろいろ説明なり理解の上、こちらに来てはいただいてた

んですけれども、やはり御本人さんいわく、春というか夏前ぐらいになると、やっぱり将来的に

本当に財産を渡してくれるのかどうかだとか確約なり確かなものが欲しいと。ただ、受け入れら

れている農家さんとしましては、それよりもまずは技術習得なり何なりというところで、経営は

継承してもいいよというようなお話はするんですけれども、それを確実に何か文面にしてくれだ

とか、そういった要望も研修途中から出てきた状況にあります。それと併せまして、なかなか農

作業を一緒にやっていく中で意思の疎通が図られなかった部分、この点については農林課として

もなかなか間に入ってうまくサポートし切れなかった部分も反省材料としてはあるんですけれど
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も、継承に当たって双方のなかなか意識に食い違いが生じたという中で、なかなか研修を継続で

きないという判断を協力隊の方もされたということで、ちょっとそういうなかなか双方の思いの

食い違い、また、課としましてもちょっとサポートが不十分だった部分も反省としてはあるんで

すけれども、そういった財産を引き継ぐというところでちょっと食い違いがあって残念な結果と

なったというふうに理解しております。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   この第三者継承というのは、当町がもう本当に先駆者的に推し進めた事業ですけれども、現況

の中でこの第三者継承を望んでいる農家さんというのは、現在いるんですか。  

委 員 長   農林課長  

農 林 課 長   この仕組みをやるに当たりまして何名かの方、農家さんいらっしゃいました。受入れしてもい

いよと言っていた方がいらっしゃったんですけれども、もう一軒いらっしゃいました。その方

も、どうですかというお話はしたんですけれども、この方とは別にどうですかというお話もした

んですけれども、今は受け入れたくないという、当時いいよと言ってたんですけれども、やはり

そのときになってちょっと躊躇われたという方もいらっしゃいます。把握しているのは、大体２

件ぐらいなんですけれども。  

 あと、今後どのようにというところも考えておりまして、ちょっとテーマとずれてしまうかと

は思うんですけれども、人・農地プラン、やはりこれが人と農地の問題にも直結する部分でもあ

りますので、まずは人・農地プランの推進というのを真ん中に置いて、その中で担い手対策、新

規就農対策どうしていくかというのを集落の皆さんと話し合う場を設けながら、今後詰めていき
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たいというふうに考えております。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   ６９ページになりますけれども、使用料及び賃借料の中で人事評価システム使用料７７万

４，４００円ありますけれども、これ人事評価したと思いますけれども、区分分からないんです

けれども、例えばＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄみたいな評価をしているとして、この割合がどうだ、こう

だということは公表できるものでしょうか、できないでしょうか。  

委 員 長   総務係長  

総 務 係 長   人事評価の関係の御質問ですけれども、こちら職員に関わる成績については、公表することは

できないと記憶しております。  

 以上です。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   個別に教えてもらいたいというわけでなくて、例えばＳランクの人が１０％いたよだとか、Ａ

ランクの人が１５％だったわよとか、そういうふうな公表もできないということでしょうか。  

委 員 長   総務係長  

総 務 係 長   個別の成績ではなく、そういった割合であれば、公表することは可能です。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   後でもよろしいですから教えて。何に使うわけでもないんだけれども、どういう感じかなとい

うふうなことをちょっと知りたいので、教えていただければありがたいと思います。  

委 員 長   上戸委員、回答は要らないですか。  

上 戸 委 員   要らないです。  
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委 員 長   ９番高田委員  

高 田 委 員   ６９ページ開いていたんで、ちょっとそのページの使い分けなんですけれども、職員住宅の借

上料、これ分かるんですけれども、その上に住宅借上料というのは、どの住宅の借上料なんです

か。  

委 員 長   総務係長  

総 務 係 長   こちらの住宅借上料なんですけれども、今年の３月まで赴任していた前副町長の住宅の借上料

になります。  

 以上です。  

委 員 長   ５番山田委員  

山 田 委 員   ８５ページになるんですが、工事費、これは直接今の工事費とは関係ないんですが、館振興セ

ンターとか鶉研修センターありますが、このＷｉ―Ｆｉの設備というのは結構出している、お願

いしているところなんですけれども、こういう設備というのはなかなかできないものなんでしょ

うか。センターとか、そういう施設のＷｉ―Ｆｉの設備ですね。  

委 員 長   建設水道課長  

建 設 水 道 課 長   Ｗｉ―Ｆｉ、我々のほうの要望といいますか、町政要望で出されているのかも分からないんで

すけれども、現状としまして、当然Ｗｉ―Ｆｉ使うとなると月結構な額のＮＴＴに払うのと、そ

れからＷｉ―Ｆｉも公共Ｗｉ―Ｆｉなのでそんなに安くないと。利用としてどうなのかというこ

とで、あそこに来て、逆にＷｉ―Ｆｉだけやりに来るとか、多分２０年後とかになればそういう

こともあるかも、若い方であれば分からないんですけれども、今現状利用されている方がそこで

Ｗｉ―Ｆｉを使ってというのはそれほどないのかなということで、公共Ｗｉ―Ｆｉ設置までは、
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担当としましては費用対効果で難しいなという考えで、設置のほうはとりあえず考えてはおりま

せん。その前にＡＥＤだとか、本当に必要なものを予算化して設置していっている状況でござい

ます。  

委 員 長   ５番山田委員  

山 田 委 員   ＡＥＤとかは結構もう設置していただいたんで、引き続き要望書としてＷｉ―Ｆｉ、結構災害

とかいろんな集まる場でそういう意見も出ているものですから、そういうことで、もしできる限

り早い段階でできるようであればお願いしたいということで、お願いします。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   ７３ページになります。財産管理費のところなんですけれども、先ほど収入のほうでも聞いた

んですけれども収入に対する支出ですね。この部分で、例えばこの財産管理費の需用費で２８０

万１，８８８円予算です、決算も同額。１円単位の予算と決算が同額ということ、まず普通の会

計ではあり得ないんです。それで、恐らくどこかのものを流用しているのかなというように思っ

て、それでまたちょっと戻るんですけれども、６７ページ見ていただきたいんですけれども、

６７ページの１０番の需用費８４１万２，４７６円、支出が８１９万９，１７４円、同じ１円単

位で予算組んで、支出も１円単位なんですけれども、今度不用額出しているんですね。だから、

どういうふうにして要するに経理基準を定めているのかということを聞きたいなというふうに思

っていますけれども、お答え願います。  

委 員 長   副町長  

副 町 長   基本的には節のところに円単位ということであれば、これは全部流用しております。だから、

多く残っているのはおかしいだろうという今質問もありましたけれども、実際は多い予算から少
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ない足りないほうに持っていきますから、その多いほうの残った予算も円単位で残るということ

になりますので、当初の予算から流用していく先に持っていくときの元のほうの円単位も出ると

いうことで、そこで執行額がその予算より少なければ不用額として残るということです。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   例えば、また７３ページに戻りますけれども財産管理費のところで、どこかから恐らく需用費

と役務費だとかそういうのも要するに不用額がゼロになっていますよね、円単位で。だから、ど

こかから流用しているんだと思うんだけれども、多分委託料かどこかかなというふうに想定して

いますけれども、そうしたらこの需用額のところを、本当の予算が何ぼで、決算額がこの金額マ

イナス何ぼだよと、そして財産管理費のトータルでプラスになればいいんじゃないかなというふ

うに単純に思うんですよ。わざわざ流用して決算額と支出額を合わせなくても。だから、これが

やっぱりおかしいというふうに思って、さっきのまた６７ページに戻りますけれども、こっちは

今度、円単位の予算と決算です、なおかつお金を余していると、どういうふうに説明つきます

か。  

委 員 長   副町長  

副 町 長   これがこの様式、全部様式もそうですし制度もそうですけれども、地方自治法で決められてい

て、こういうふうになっております。  

 予算というのは、当初予算議決いただいておりますけれども、そこで、ここまでは流用できま

すよ、これは流用できませんよということで当初予算の一番最初に議決をいただいていると思い

ます。要するに先ほども言いましたけれども、予算が足りなくて、どうしても今執行しなければ

ならないということであれば、款を越えての流用はできないんですけれども、ここに款項ありま
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すよね、それを越えての流用はできないんですよ。目の中では流用できるということで、基本的

には一番近い節の中で、例えば需用費であれば需用費に近いその節から余裕があればそこから流

用できると、余裕がなければ、次の目の中から流用できると、そういうふうになっております。  

 ですから、もともと例えば３，０００円の予算のところから、５００円足りないから持ってき

ますよねというと２，５００円残りますよ。そこの予算で２，３００円しか使わなかったという

ことであれば、２００円不用額と出るということになります。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   あまり結果が変わるとか変わらないだとかというふうな質問しているわけでなくて、もう少し

見やすくなるような仕組みをつくってもらえれば、流用したのかなというふうに思わなくて、こ

の部分オーバーだったんだなとかという、最終的に要するに目の中でプラスマイナスゼロであれ

ばいいわけだというふうに素直にやったほうが分かりやすいなというふうに思うんです。ですか

ら、その辺は今後の検討課題として捉えてもらえればなというふうに思います。答えは要りませ

ん。  

委 員 長   副町長  

副 町 長   流用の細かくということで行政報告書のほうでそういうところができるかどうか、ちょっとあ

れですけれども、この決算書の様式というのは法律で決まっていてこれを変えられないというこ

とは確かなことなので、そこだけ回答させていただきます。  

委 員 長   ９番高田委員  

高 田 委 員   ページ８７ページの街路灯設置費で１１万円あるんですけれども、これ今回どこに設置したも

のなんでしょうか。  
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委 員 長   住民税務課長  

住 民 税 務 課 長   ５か所の設置というよりも修繕なんですけれども、赤沼町内会、館町町内会、南館町内会、富

里と富栄の５か所です。  

委 員 長   高田委員、聞こえましたか。  

高 田 委 員   要は設置じゃなくて、全部修理ね、了解です。  

委 員 長   ９番高田委員  

高 田 委 員   その下の報償費のところの地域プロジェクトマネージャー５４６万３，０００円、これの活動

実績をお知らせください。  

委 員 長   政策推進係長  

政 策 推 進 係 長   御質問ありました地域プロジェクトマネージャーですけれども、現在、政策推進課におり、プ

ロジェクトマネージャーという形で昨年から採用しています。中身につきましては、現在町が進

めております地域再生可能エネルギーですね、そういった部分の環境分野におきまして、もとも

と東芝ＯＢということで、そこからそういった技術的なノウハウを学びながら、今現在町が進め

ている再生可能エネルギーの導入につきまして、太陽光、また小水力発電、また地域新電力会社

の立ち上げ等ですね、そういった中身に専門家として活動していただいているというところで

す。  

 以上です。  

委 員 長   ９番高田委員  

高 田 委 員   大変そこのところはよく分かっているんですが、３年度の実績としてどういう内容があったの

かというところまではいけないですか。  
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委 員 長   政策推進係長  

政 策 推 進 係 長   令和３年度の実績についてですけれども、実際には札幌市等に、環境省へ行って、そういった

業務の内容の打合せ等、また、町長、私含め、上士幌町また南富良野町の小水力、またバイオマ

スといったそういった現地の視察等も行っております。また、今、今年度今年の６月に北ガスと

の地域の連携協定結びましたけれども、そういったところの知見を生かしてノウハウ等いただい

て業務を進めているのが実績となっております。  

 以上です。  

委 員 長   そのほか質疑ありませんか。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   ７９ページなんですけれども、職員の厚生費の中で報酬が産業医月額報酬といって７５万

４，０００円が支出されています。これは、誰がどこから来るのか、ちょっと分からないんです

けれども。  

委 員 長   総務係長  

総 務 係 長   産業医の関係なんですけれども、こちら労働安全衛生規則等で事業所に産業医という形でお医

者さんを職場巡回だとか面談等で委嘱することになっております。当町としては、檜山振興局が

委嘱している北斗市のしいき循環器内科クリニックの椎木先生のほうに月に一度、職場の巡回に

お越しいただいて健康診断の結果を見ていただいたりだとか、あとはメンタルな部分でも面談に

応じていただいたりだとか、そういったところで活動していただいております。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  
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中 山 委 員   説明がしっかり理解できなかったんですけれども、月に一回だけですか。  

委 員 長   総務係長  

総 務 係 長   先生が直接来られるのは、月に一度です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   １年に１２回ということですか。  

委 員 長   総務係長  

総 務 係 長   おっしゃるとおり、１年に１２回でございます。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   何名ぐらいが、これ先生に見てもらうんですか。職員何名ぐらいが、１か月に１回来たときに

職員が見てもらう、その条件としては、何の病気を指定して見てもらうんですか。  

委 員 長   総務係長  

総 務 係 長   その１回に何人というのは、その職場ごとでちょっと違うので、例えば５月には本庁舎全体を

診てもらったりとか、６月には病院を診てもらったりとかするので、そこの差はあるんですけれ

ども。あと、面談については、こちらから強制的に面談ということはできないので、本人が面談

を希望する場合に対応していただくという形になるので、その都度変動いたします。基準として

は、その事業所の従業員数に応じてこちらの金額が定まっていまして、要は従業員が１００人ま

での事業所であれば幾らだとか、２００人から３００人までの事業所であればこの金額というふ

うに決まっていて、そちらに基づいて決まっております。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   ちょっと気になるのが、産業医の月額ですよね。今説明したのは年間通してですよね。という
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ことは、年間通してこの７５万４，８００円払うということですか。  

委 員 長   総務係長  

総 務 係 長   毎月支払っていまして、この合計額が年間としてこの７５万４，８００円という形になってい

ます。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   ちょっと気になったのが、その下に委託料でストレスチェック委託料というのが１２万３，０００

円、これはどういうチェックをするのか。  

委 員 長   総務係長  

総 務 係 長   こちらの委託料のほうのストレスチェックなんですけれども、こちら各職員に質問票のような

ものを配付いたします。そちらのほうを回答していただいて、現在の心理状況等を分析するもの

であります。そちらの回答いただいた調査票をその専門業者のほうにお送りして、分析いただい

て、高ストレス者が何人いるかだとか、その職場ごとの分析だとかを出していただいているとこ

ろです。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   それは、年間通して何名ぐらいの職員の方がチェックするの。  

委 員 長   総務係長  

総 務 係 長   年間約１５０人前後なんですけれども、令和３年度については１４９名です。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  
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中 山 委 員   大変今の時代ストレスがたまるということで、これによって例えば職員に治療に当たらせると

か、いろいろと指導するとか、いろいろあると思うんですけれども、そういうのは誰が、町長が

やるわけじゃないだろうから、そのチェックした後の担当だね、どういうふうになるのか。ただ

やるんであればやる必要ないんで。そうなったときに、ストレスこの人たまっているねとなった

ときに、どう対処するんですか。  

委 員 長   総務係長  

総 務 係 長   こちらの結果なんですけれども、先ほど申し上げた産業医の先生のほうに高ストレス者の方は

面談をすることができます。面談を申し出た者は、その結果を先生に診てもらって、次に例えば

精神科の病院を勧めてもらうだとか、そういった指導をしていただいております。そのほかに

は、町のほうで衛生管理委員会というものがありまして、そちらのほうにもこちらの先生が入っ

ていただいておりまして、このストレスチェックの結果についてどうするかということで、結果

を報告して協議しているところです。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   最近はストレスがたまる傾向にあるというふうに聞いています。そういう中では、ぜひやっぱ

りこういった今説明したようなことをどんどん進めた中で職員のストレスを解消するということ

をぜひやっていただきたいなというふうに思います。  

委 員 長   そのほか総務費について質疑はありませんか。  

委 員 長   １０番佐々木委員  

佐 々 木 委 員   ８７、８９に関係するんですけれども、ふるさと納税ということで頑張っていますけれども、
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これについて中身的な部分はあれなんですけれども、全国的に見て過去最高の金額、そして北海

道はナンバー１の税を集めているよということなんですけれども、寄附者と継続的なつながりを

持つための取組を行っているかということを伺いたいというふうに思います。  

委 員 長   商工観光係長  

商 工 観 光 係 長   佐々木委員の継続的な取組を行っているかというような御指摘ですけれども、昨年度まではふ

るさと納税の窓口２社、ふるさとチョイスというところと楽天というところが一応ふるさと納税

の窓口として設置しておりましたが、今年度からはふるナビさんという新しいサイトも開いて、

一応３つの窓口で門戸を広げているところです。今後も状況を見ながら、ちょっとそのサイトご

とによっていろんな客層がありますので、そういったところで窓口を広げるとか、あと、今年度

からまた振興局のほうで檜山地域全体でふるさと納税もっと頑張っていこうよというような取組

が始まりましたので、そういったところの取組をみんなで協力しながら今後とも増やしていくよ

うな努力をしていきたいと考えております。  

 以上です。  

委 員 長   １０番佐々木委員  

佐 々 木 委 員   そういう取組分かるんですけれども、ただ、そういった中で全国の取組をしている団体の

４１％が寄附いただいた方と継続的なつながりを持って、そういった工夫をしているという部分

ですね、そういったサイトなのか、いろんな手法あると思うんですけれども、そういった部分を

研究されて、もっと集める手段というか、そういうようなことをお願いしたいということを申し

上げております。事業者と何かこういうふうな、約半分近くがそういった取組をしているわけで

すから、その研究をされて進んだらどうかということを言っております。  
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委 員 長   商工観光係長  

商 工 観 光 係 長   佐々木委員の御意見をいただいていますけれども、一応レッドホースさんという会社と委託契

約しまして、そのレッドホースさんのノウハウとかも生かしながら今後とも増やしていくような

方向で進めたいと思います。  

 以上です。  

委 員 長   ４番松村委員  

松 村 委 員   同じふるさと納税なんだけれども、１万円から５万円、報告書見ますとありますけれども、５

万円というのはどのような品物なんでしょうか、ちょっとお聞きしたいんですけれども。  

委 員 長   商工観光係長  

商 工 観 光 係 長   主に大体、行政報告書の中身見ますと１万円から２万円というのが一番件数多いんですが、返

礼品というのはやっぱり３割程度、３割までというの、寄附額に対して３割までというのが決ま

っておりまして、その辺で価格設定しやすいのが１万円から２万円というところで出品数も多く

なっております。５万円となりますと、結構３か月連続でお米を送られてくるとか、そういった

形のものがその辺の金額になってくるというところです。  

 以上です。  

委 員 長   ５番山田委員  

山 田 委 員   ９１ページで大丈夫ですか。１８番の負担金補助及び交付金なんですが、これで商工業の経営

持続化支援金ありますよね、２，７２２万円ほど。これ、今後このような取組をする予定という

のはないんでしょうか。  

委 員 長   政策推進課長  
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政 策 推 進 課 長   令和３年度商工業経営持続化支援金、こちらのほう取り組みました。今年度につきましては、

そうですね、新型コロナウイルス感染症の地方創生臨時交付金、こちらのほうがまた配分になり

ましたらというのと、また、現状、商工業者の現状を把握した上で商工会とも相談しながら対策

を講じていきたいと考えております。今のところは、まだ未定となっております。  

委 員 長   ５番山田委員  

山 田 委 員   １０月にプレミアム商品券やるということで承知しておりますが、まだまだコロナの影響で飲

食店やサービス業あるいは商工業ですね、結構厳しい状況が続きますので、また、檜山のほうも

コロナまだ増えている状況、これからまだまだお客さん多分家から出ないという状況も続きます

ので、ぜひとも考えていただきたいと、このように思います。  

委 員 長   ほかに質疑ありませんか。  

委 員 長   ９番高田委員  

高 田 委 員   ページ８９ページです。地域力創造アドバイザー、新しく設置されたものですけれども、これ

の活動実績、これもお聞きしたいんですが、お願いします。  

委 員 長   政策推進係長  

政 策 推 進 係 長   御質問のありました地域力創造アドバイザー政策支援業務につきましてですけれども、事業創

造株式会社という東京の会社なんですけれども、そちらの方を町のほうに町の活性化に基づいて

ワークショップ等に来ていただくということが趣旨であります。昨年につきましては、皆様御存

じのとおり道の駅の構想等ありましたので、そういった中で関係者を集めて道の駅の定例ミーテ

ィングを年７回程度行っております。毎回必ず来られたということでもなくて、来られない場合

はオンラインでウェブでの参加という形も取りながらの会議を行いました。  
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 また、議員の皆様にも参加いただきましたけれども、施策コンテストということで、町の職員

のスキルをアップさせるということを目的に、職員のそういった政策能力を上げるために施策コ

ンテストを行っております。  

 以上です。  

委 員 長   ９番高田委員  

高 田 委 員   ということは、定期的に来てというか、つながりを持ってこの業務をしてきたということより

かは、ある程度企画をして、それに基づいた事業をやったという捉え方ですか。  

委 員 長   政策推進係長  

政 策 推 進 係 長   今御質問ありましたとおり、ある程度町のほうでこういったまちづくりのテーマを掲げまし

て、今現在町のほうで取り組むべき課題等、そういったものを協議しながら、それに基づいて定

期的に来ていただくというふうな形になっております。  

 以上です。  

委 員 長   ９番高田委員  

高 田 委 員   実績としてどのぐらいの回数もしくは日数来られる、もしくはオンラインでやっていたんです

か。  

委 員 長   政策推進係長  

政 策 推 進 係 長   先ほどもお答えいたしましたが、道の駅の定例ワークショップにつきましては７回程度、オン

ラインも含めてですけれども会議を開いております。また、施策コンテにつきましては、事前の

職員への説明、また当日の研修と中間発表、また最終の結果発表というような形で４回程度の施

策コンテストも行っております。  
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 以上です。  

委 員 長   ９番高田委員  

高 田 委 員   その下の使用料及び賃貸料のところの自動車の借上げの１１１万円なんですけれども、これは

何の借上げなんでしょうか。  

委 員 長   政策推進係長  

政 策 推 進 係 長   こちらにつきましては自動車借上料なんですけれども、行政報告書のほうにも１４０ページに

記載ありますとおり、地域おこし協力隊の事業費内訳というところで、協力隊が活動で使います

自動車の使用料、借上料というふうになっております。  

 以上です。  

委 員 長   ９番高田委員  

高 田 委 員   次に、同じページで負担金補助及び交付金のところの新規就農希望者体験費用とありました。

行政報告見ると、大阪の方が３日の予定だったけれども２日間でこの予算だというふうにあった

んですが、体験ですから、それで終わるかその先続くかということになるんですけれども、この

内容を御説明ください。  

委 員 長   農林課長  

農 林 課 長   新規就農希望者体験費用、これにつきましては、短期就農体験として町が短期間の農業体験を

受け入れているものであります。対象者が４５歳未満で将来的に新規就農も目指される方で、ま

ずは体験と。この金額の内容でありますが、まず、就農体験に当たっての助成としまして交通費

の５０％、上限１名当たり２万円というのがあるんですけれども半分と。あと、宿泊費の８割、

町内の宿泊施設に限りますが、８割の助成を行うということになっております。  



－５５－ 

 今回令和３年度におきましては、静岡県のほうから就農体験の方いらっしゃいました。その部

分の、４月２９日にいらっしゃって５月２日までいらっしゃったかと思いますが、その短期間の

研修期間の宿泊費、交通費の助成を行った額が１０万３，６００円となっております。  

 以上です。  

委 員 長   ９番高田委員  

高 田 委 員   その結果といいますか、将来的にどういう動きになるかというところまで御説明ください。  

委 員 長   農林課長  

農 林 課 長   この短期就農研修が長期研修または就農につながるかというお話でありますが、なかなかこの

方、いらっしゃった方は、なかなか就農に結びつかないだろうというふうには考えております。

受入れ農家さんのお話も伺っております。なかなか営農、農業を継続する上ではなかなか大変な

部分があるんじゃないかというようなお話も聞いております。御本人からも、長期研修につなげ

たいというようなお話もいただいておりません。ですので、今回に限っては短期研修で終わりと

いうふうになろうかとは思っておりますが、この短期研修も始めたばかりであります。何とか担

い手、新規就農者を確保しようとしてつくられた制度でもあると承知しておりますので、希望者

がいれば積極的に受け入れて、短期研修踏まえまして長期の研修、就農というふうにつながって

いくように、町としてもサポートしてまいりたいと考えております。  

委 員 長   その他質疑はありませんか。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので次に進みます。  

委 員 長   ３款民生費について、９８ページから１１７ページまでです。  

委 員 長   ７番上戸委員  
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上 戸 委 員   １０３ページですけれども、報償費、敬老ことぶき券３７０万２，０００円去年支出していま

すけれども、何か今年の情勢を見ると今年も敬老会をやらないというような雰囲気になっていま

すけれども、どうですか。これは決算で、これからの予算聞くのもまたちょっと変なんですけれ

ども、同じことをやる考えがあると思うんだけれども、あるというような回答をしていただきた

いなと思って、よろしくお願いします。  

委 員 長   保健福祉課長  

保 健 福 祉 課 長   コロナが始まってから、今、上戸委員言われたとおり、敬老会実際できておりません。それ

で、ことぶき商品券ということでやっております。あくまで去年まで、町長が説明しておりまし

たけれども、今おっしゃられたとおり町内会があくまで敬老を実施する活動においてやるものに

対して町が支援をしているという考え方に基づいて、もう多分事前にもう時期が時期なので、早

いところは新町とかから始まりますので、町内会の連絡協議会等通して町のほうに要請していた

だいて、町長が承諾すれば実施できると思っております。  

 以上です。  

委 員 長   ４番松村委員  

松 村 委 員   ９９ページです。福祉委員年額委員報酬というのが出ていますけれども、何名の方がいるんで

しょうか。  

委 員 長   松村委員、ちょっと聞き取りにくかったので、もう一度質問をお願いします。  

松 村 委 員   ９９ページで報酬で福祉委員年額報酬となっていますけれども、福祉委員というのは何名の方

なんでしょうか。  

委 員 長   保健福祉課長  
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保 健 福 祉 課 長   現在２０名で１名現在欠員しておりますので、現在は１９名ということになっております。  

委 員 長   ４番松村委員  

松 村 委 員   ということは、２０万円ぐらいなの、年額。大体年額２０万円ぐらいでしょう。２１０万円だ

からね。２０人だべ、ああ１０万円か、ごめんごめん。  

 この福祉委員というのは、民生委員のことなんでしょう、また違うの。  

委 員 長   保健福祉課長  

保 健 福 祉 課 長   民生委員と同じです、はっきり言って同じです。国から委嘱される場合は民生委員、あと、町

から委託する名前は福祉委員ということで、同じ方が一応受けている形になります。一般的には

民生委員のことを言っております。  

委 員 長   ４番松村委員  

松 村 委 員   要は民生委員と同じということだね、福祉委員というのは。２０人いて、月１０万円。今大変

ひとり暮らしの年寄りも多いし、大変電話が来て、電気の球取り換えてくれとか、いろいろ早い

話、小間使いみたいに使われているんですよ。年寄りが多いんです。各地区に何名いるか、赤沼

は２名いるんですけれども、大変忙しいそうです。月１０万円というのは、歩いていっているわ

けじゃない、車で行っているから油代でもかかるし、１０万円ならちょっと安いんでないかと。

これ個人の考えですけれども、町長どうなんでしょうか。よその町のほうでは、どのぐらいの金

額で民生委員とか福祉委員の年間の報酬出しているんでしょうか。  

委 員 長   町長  

町 長   よそのほうの福祉委員の報酬まではちょっと確認できていませんけれども、国が民生委員とし

て委嘱をして、そしてその方々を町は福祉委員として同じ人なんですね、活動も同じなんです。
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ですから、そういう中で町は本来独自で福祉委員置くべきですけれども、民生委員、国の民生委

員は同じ地域を守るので兼ねてもらっていると、こういうふうなことであります。よその福祉委

員の報酬までちょっと確認していませんけれども、安いですかね。まあ、よそのほうの例を見な

がら、これ国との報酬の調整もあるでしょうから、いずれにしても、よそのほうをちょっと調べ

てみて。あるか。  

委 員 長   保健福祉課長  

保 健 福 祉 課 長   資料はございますので、後で調べて報告させていただきます。  

委 員 長   ４番松村委員  

松 村 委 員   分かりました。ただ、年間１０万円というのはちょっと異常に安いんじゃないかと思うんで

す。だから、まあまあよそのほうの町の関係もあるけれども、厚沢部町でそんなのに出してもい

いんじゃないか、町だけでも。その辺よろしくお願いします。  

委 員 長   そのほか質疑ありませんか。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   今、松村議員から出たように、私も福祉委員、民生委員なんですけれども、大変１か月に１

回、老人の世帯にごみ袋を持って訪問するというようなことを必ず回っているようです。うちの

ほうは農家の奥さんがやっていますので、そういう意味では、町長、この１年間１０万円という

のは非常に安いんでないかなと私も思います。今何か、この後こういう報酬に対しての審議会あ

るということでございますので、その辺では十分、このままではやっぱりやる方がいなくなって

しまうんじゃないかなと、今ボランティア精神でやっているというのが強いので、その辺を考慮

した中でこれに見合った報酬を支払うというのが本当でないかなと思いますので、どうぞよろし
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くお願いします。  

委 員 長   中山委員、回答要りますか。  

中 山 委 員   町長、答えてくれたらね。  

委 員 長   町長、どうですか、回答。町長  

町 長   いずれにしても民生委員兼ねた福祉委員の方、さらに児童委員をほかに３名、この福祉委員の

ほかに児童委員とかって、そういう名称の委員さんが３名ほかにいるんだそうです。そういう

方々の活動というのを目にして、総動員して、いろいろな活動報告会をしながらやってもらって

いるわけですから、非常にハードな面が多いと思います。その地域地域に精通している人でなけ

れば、これまた役に立たない、そんなことも含めて。金額については、他町の分も調べながら、

もし厚沢部町だけが安いなんてことにならないように、きちっと調べて対応したい、こういうふ

うに思います。  

委 員 長   そのほか質疑ありませんか。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので次に進みます。  

委 員 長   ４款衛生費について、１１６ページから１２９ページまでです。  

委 員 長   衛生費について何か御質問ありませんか。  

委 員 長   ８番浜塚委員  

浜 塚 委 員   １１９ページ、一番上ですけれども、補助金でございます。４４０万円、これたしか前年６４０

万円だったと思うんですが、減額の理由というのをお知らせ願いたいと思います。  

委 員 長   保健福祉課長  

保 健 福 祉 課 長   浜塚委員の質問でございますけれども、昨年度のみ６００万円に上がったのは、救急車の新規
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購入ございまして、それに伴って各町の負担分が生じておりまして、４４０万円が今まで負担し

ていた金額でございます。  

 以上です。  

委 員 長   ８番浜塚委員  

浜 塚 委 員   それでは、令和３年度脳疾患による搬送ですか、町内何件ぐらいあったんでしょうか。  

委 員 長   保健福祉課長  

保 健 福 祉 課 長   町内は６件でございます。  

委 員 長   そのほか質疑ありませんか。  

委 員 長   １０番佐々木委員  

佐 々 木 委 員   １２６ページです。国保病院繰出金ということで２億５，０００万円ほどやっていますけれど

も、いろいろと以前も議論というか論議したことがあるんですけれども、これ町長、どこまで繰

り出しして町民の健康、生命を守るかという考えは、どうお考えでしょう。  

委 員 長   町長  

町 長   町内における医療機関というのは大変、町の構成というのは、病院と郵便局と金融機関、これ

３つない町は町ではないと言われるぐらい重要施設になってあるわけです。  

 我が町の病院についても、今昨年の決算見ましても２億３，６００万円というふうな町の繰出

しをしているわけです。確かに昔から見ればとてつもない額になっているわけですけれども、今

現在では医療体制、ドクターが今臨時のドクターも入れて４人いるわけですから、そして眼科も

含めますと５人だな、５人の医者が体制を整えているという道内でもない医者体制の揃っている

町ということでございます。その分でこういうふうに一般繰出しが多くなっているわけですけれ
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ども、いずれにしても、この病院はなくすわけにはいかない、そんな考え方でありますので。  

 ただ、この繰出金については、いつまでもこういうふうな歯止めのない繰出しはできませんの

で、病院経営の中で十分これらについては検討していただきながら、そして日常の病院経営をし

ていただくと、こういうことになろうかと思います。  

 いずれにしても今、檜山管内ではこの国保病院関係ではうちと今金町、そして今せたな町、こ

ういう３か所については、非常に病院体制というものを重視しながらやっているわけであります

から、４条予算を省いてもこれだけの金を入れているということは、かなりの病院投資というこ

とになっております。そんな分、住民に安心感を持っていただくためにも、この病院体制という

ものは整備をしていかなければいけないというふうに思っていますので。医者の増減について

は、これから医者のほうからどういうふうに出てくるか分かりません。これ、いつまでも５人体

制ということはほとんどあり得ないと思いますから、そういう中で厚沢部町での医療行動を活発

にやっていただきたいと、こういうふうに思っております。  

 ただ、今は訪問医療もやっていますし、それから老健施設の医療も担当していますから、そう

いう面では分野を広げながら今やっていますので。また、さらには、今の体制の中で南檜山メデ

ィカルネットの中で本町の医者が乙部町の国保病院に応援に行っているというふうなこともあり

ます。この南檜山の中での基幹的な立場にもなっているということで、当分の間はこの体制が動

くだろうというふうに思っています。  

委 員 長   １０番佐々木委員  

佐 々 木 委 員   医師体制は充実していますよということで、私もかかりつけ医ということで安心してかかって

いるんですけれども、町民全体がそういった考えを持ってくれれば大変ありがたいことなんです
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けれども、全体的に見回すとそうでもないということで、やっぱり町民の利用増を促す、そして

また大きくはやっぱり繰出金をそんなに多くしないで本来の病院収益を上げるというようなこと

で、病院関係の皆さんと院長を中心とした中で、町長また再度いい方向に向けた取組というか会

話を含めた中で進んでいかなければ駄目だなというふうに思いますので、その辺の取組について

はどうでしょうか。  

委 員 長   町長  

町 長   今経営の話になるわけですけれども、自治体病院の中での黒字なんてのは、ほとんど全道の中

でもないわけであります。今単独公営企業をしている函館市立病院は、２年間にわたって職員の

給料を３割減額してようやくちょんちょんにした。こういうふうな、公営企業ですから、自らが

職員の給料が全部下がるように減らした。そして、全員で２年間かけてペイする段階まで持って

いった、これは公営企業の病院のやり方。  

 うちのほうは自治体病院ですから、給料まで下げてどうのこうのということにできるかどう

か。まず、給料下げるといったら、医者先頭にしてみな辞めていきますということになるだろう

し、そういうふうなことにならないように、厚沢部町に努力してもらうと、こういうふうな考え

方ですから。  

 いずれにしても、自治体病院で黒字までは考えておりませんけれども、町民に利便性のある病

院である、そういうふうなことをそれぞれ医者も職員も考え方を持ちながら医療サービスをして

いただきたいというふうな思いの中で国保病院を運営しているわけですから、当分の間、今の体

制を崩すということにはならないだろうというふうに思っています。  

委 員 長   １０番佐々木委員  
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佐 々 木 委 員   鋭意努力してください。  

委 員 長   審議の途中ですが、１５時５０分まで休憩といたします。（１５：３６）  

委 員 長   審議に入る前に、先ほどの松村委員からの他町の民生委員報酬額に関する質問に対して保健福

祉課長より答弁があります。  

委 員 長   保健福祉課長  

保 健 福 祉 課 長   先ほどの報酬、松村委員の報酬について申し上げます。  

 ２９年度時点ということで持っているデータがちょっと古いんですけれども、御了承いただき

たいと思います。厚沢部町が１０万４，０００円、委員報酬ですね、１０万４，０００円、江差

町が１１万７，０００円、上ノ国町１１万円、乙部町１０万円、今金町１０万円、せたな町１２

万４，０００円、奥尻町８万３，０００円、厚沢部町は一応管内で４番ということになっており

ます。  

 以上です。  

委 員 長   ４番松村委員  

松 村 委 員   今１０万円、高くて１２万円、そこそこな金額、同じような金額だけれども、特におれ思うに

は大変、さっきも言ったけれども、年寄りが多くて民生委員もすごい手間かかっていると。例え

ば今回の水の大きい災害でも、ほとんど民生委員の方が動いて全部周知して、連れて行ったりし

ているんですよ。その辺考えれば、もう少し１０万円でなくて、１２万円でも１３万円でもいい

ですから考えてほしい、そういうふうに思っております。よろしくお願いします。  

委 員 長   ４款衛生費について質疑はありませんか。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようなので、次に進みます。  
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委 員 長   ５款労働費について、１２８ページから１２９ページまでです。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   労働費の中で行政報告書のほうで季節労働者に対する就労前の健康診断ですけれども、２名と

いうようなことで大変少ないんですけれども、対象者は何名で２名が実施したのか。  

委 員 長   商工観光係長  

商 工 観 光 係 長   対象者ということですけれども、診断の対象者というよりは出稼ぎ手帳を発行されている方、

持っている方が現在６名おりまして、昨年度については健康診断の希望者が２名という結果でご

ざいました。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   そのほかには。町ではその手帳だけを対象にしてやっているとふうに理解してよろしいです

か。  

委 員 長   商工観光係長  

商 工 観 光 係 長   私どものほうでは、実際出稼ぎされている方総数というのは、実のところちょっと把握し切れ

ておりません。把握するとするならば、その出稼ぎ手帳を発行されている方が一応押さえている

数字になりまして、それが先ほど申し上げました６名という形になります。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   従来、私もこれずっと注目しているんですけれども、出稼ぎが少なくなったのか、それとも受

ける方が少なくなったのか、手帳もらわないで出稼ぎに行っている方もたくさんいるんでないか
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なと思うんですけれども。そういう中で、前は町長が訪問、出稼ぎ先の訪問をしていたと。ま

た、来たときに接待するというようなことでやってたんですけれども、現在はもうそういうこと

はないというふうに、予算ないですから、ないというふうに踏んだほうがいいですか。  

委 員 長   町長  

町 長   実は名古屋市の会社が、たった今事務所へ御挨拶ということで来ました。あの会社、たしか４

名、厚沢部町から行っている、もう長年うちから行っている会社であります。全部出稼ぎ手続を

させている会社ですから。あと、以前から見たら、全く複数で勤める会社というのはほとんどな

くなった。以前は大きなところでは、岐阜県の会社に１６名も美和から若手ばかりが行っておっ

たとか、いろんなところのほうに出稼ぎに行っていた経緯がありますけれども、最近はなくなり

ました。あっても１人でとか独自でぽつんと行ったりという人はあと何人かいるのか、ちょっと

これ把握はできていませんけれども、非常にかつてから見ると減少したと、こういうことだろう

と思います。今、名古屋市、大阪府のほうの会社さんも、これから３月まで、来年の３月まで非

常に彼らは北海道の労働者が欲しいというふうな時期になるわけです。そういうことからいいま

すと、既に今も２つの会社が来て、今私のほうへ挨拶をしていきましたけれども、昔から厚沢部

町の労働者は非常に休めというまで休まないと、こういう優良なレッテルを頂いている労働者に

なっておるわけですから、ぜひ厚沢部町から欲しいというふうなことであります。そんな中で

も、いずれにしても町全体の中では大幅に減っているというのが現状であると。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   こういうような制度があるというのは、多分知らない町民もかなりいると思うんですよ。広報

などでやはり、これからですから出稼ぎに出かけるのは、そういう広報のＰＲも必要でないかと
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いうふうに思いますので、ぜひこういう事業があるよということを町民に知らせてほしいなとい

うふうに思います。  

委 員 長   そのほか労働費について質疑ありませんか。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので次に進みます。  

委 員 長   ６款農林水産業費について、１２８ページから１４７ページまでです。  

委 員 長   １０番佐々木委員  

佐 々 木 委 員   土地改良事業ということで、私ども稲見地区、滝野もそうなんですけれども……  

委 員 長   佐々木委員、何ページでしょうか。  

佐 々 木 委 員   １３７ページじゃないな、１３９だな。土地改良に関係した部分で道営事業の中で、行政報告

書では１６７ページなんですけれども。  

 そういった中で滝野稲見地区というようなことで区画整理、そしてまた排水ということで進ん

でいます。私も受益者の一人として稲見地区においては今年度で区画、排水関係は全部完了する

ということで、春先、私の農地も対象となって整備しております。従前は田んぼ５枚だったんで

すけれども、そこを１区画ばっと１町５反の区画にしたというようなことになると、作業効率が

従前５枚で１００とすると６０ぐらいまで作業効率が上がって、そういった低コストでできるよ

うになったという実態であります。本当にこれから、さっき高齢化で担い手が少なくなる中で、

そういった農地整備というのは大事なことだなということ、本当に町の支援もいただきながら進

んだということにお礼申し上げます。  

 稲見地区は構造改善事業から先進的取組しているんですけれども、町内まだまだそういった手

がける部分はあろうかと思いますので、こういった中間管理機構の事業を活用した中で取り進め
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していくのが大事でないかなというふうに思うんですけれども、その辺の取組はどういうふうな

状況になっているでしょうか、町内。  

委 員 長   農林課長  

農 林 課 長   中間管理機構を活用した基盤整備事業の推進についてでありますが、これにつきましては、ま

だこのほかに、稲見地区以外に実施する予定の地区は現時点ではございません。ただ、今後の基

盤整備の在り方、それを考える上で、ちょっと繰り返しになりますが、人・農地プランの中で農

地を区画拡大して大きくしたいとか、その中で担い手に貸したいんだとか、そういう要望もあろ

うかと思います。そういったものの掘り起こしをした上で、地元負担もない事業でありますの

で、町としましてもそういったものを活用していただきながら人と農地の問題の解決に当たって

まいりたいというふうに考えております。今後、人・農地プランの中で賦存量の調査等を実施し

ていきたいと考えております。  

委 員 長   １０番佐々木委員  

佐 々 木 委 員   これから人・農地プラン、農作業が完了後の取り進めになろうかと思いますので、ぜひともそ

ういった部分も案外、農業者の皆さんに周知、そういうのがあるんだよと周知自体知らない方も

おられるんでないかなというふうに思うので、取り進めをしていただきたいというふうに思うと

ころです。  

委 員 長   佐々木委員、回答要りますか、要らないですか。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   行政報告書の１６６ページですけれども、昨年の一般質問した際にヤマゴボウの種子のことを

お聞きして、たしか活性化センターで採種の試験をやっているよというような話を聞いたような
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気するんですけれども、ここに記載されないということは、記載するような内容でもなかったと

いうことで判断してもよろしいんでしょうか。  

委 員 長   農林課長  

農 林 課 長   ヤマゴボウの栽培試験についてでありますが、これ２か年で試験計画を組んでおります。令和

３年度においては、まずは１年目、採種の可能性を探るということで、採種可能なものかどう

か、採種に関わる労力的な部分をまずは把握するということで実施した経緯にあります。今後、

令和４年度、今年度の取組にもつながってはくるんですけれども、今後は採種の労力性を昨年度

把握しておりますので、それが今度町内で自家採種可能なものなのかどうなのか、この辺の栽培

調査試験を今年度取り組んでいるところであります。それについては、試験結果が取りまとまっ

た段階で、皆さんのほうにお示しをできればと考えているところであります。決して試験に値し

ないので載せていないということでなくて、２か年の継続試験として取り組んでいるところであ

りますので、御了解いただければと思っております。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   今のヤマゴボウは分かりました。３年度と今年とで試験やるんだと。来年には恐らくはこれに

載ってくるだろうというふうに思います。  

 そのヤマゴボウも載らなかったんですけれども、そういうふうにこれに記載してなくて試験や

っているというものは、ほかにもあるんですか。  

委 員 長   農業振興係長  

農 業 振 興 係 長   ただいまの質問ですけれども、行政報告書のほうに載せている以外に、毎年活性化センターの

ほうで報告している活き活き農業という冊子のほうがあります。農家さん個別に配付しているわ



－６９－ 

けではなくて、希望者に現在配付しているというような状況ですけれども、町のホームページに

も内容は掲載されております。ヤマゴボウの試験は今回載せていないんですけれども、それ以外

の試験に関しては、この行政報告書に載せた内容そのままとなります。  

 以上です。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   そしたら、活性化センターでやっている試験の中でヤマゴボウだけは外してあるよということ

で捉えてもいいんですね。あとはやってないというようなことなんですね。  

委 員 長   農林課長  

農 林 課 長   令和３年度に限っては載せておりません。ただ、これ２か年の調査結果というものを蓄積した

ものを、来年の３月運営委員会にお示ししました上で、活き活き農業等に掲載していきたいと考

えております。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   分かりましたけれども、本来であれば、やっているものをやっている、やってないものは載せ

ないというような形にするべきではないかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。回答は要りません。  

委 員 長   そのほか質疑ありませんか。  

委 員 長   ８番浜塚委員  

浜 塚 委 員   １３９ページの１２番の委託料でございます。２段目の堤体周辺管理業務、どういうような作

業内容でしょう。  

委 員 長   農林課主幹  
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農 林 課 主 幹   堤体周辺管理業務についてですけれども、堤体の中の流木がたまってきますので、その流木の

撤去の委託費用となっております。  

委 員 長   ８番浜塚委員  

浜 塚 委 員   そしたら、３年度は２６万４，０００円ということになっていますけれども、前年３２０万円

ほどだったと思うんですが、金額が大分少なくなっております、前年対比。この辺のことについ

てはどうなんですか。  

委 員 長   農林課主幹  

農 林 課 主 幹   前年の三百数十万円というのは、３年に一回の堆砂試験、採砂の委託料だとか、あとは管理用

道路の砂利敷きですとか、そういう堤体の管理に費用を捻出しておりまして、３年度については

この流木の費用だけということで２６万４，０００円の支出というふうになっています。  

委 員 長   ８番浜塚委員  

浜 塚 委 員   そしたら、来年の話しても何ですけれども、鬼笑うかも分かりませんけれども、来年も２６万

円、そのぐらいの予算ということで計画していくというようなことになるんですか。  

委 員 長   農林課主幹  

農 林 課 主 幹   例年同じような予算を見て対応するようにしております。  

委 員 長   ８番浜塚委員  

浜 塚 委 員   これ先の話になるんですが、小水力電力ですか、やるとしたら、またその辺のことについては

変わってくる可能性もあると思うんですが、それについてはまだ早いですか、答弁もらうのは。  

委 員 長   政策推進課長  

政 策 推 進 課 長   また具体的な手法ですとかそういうところを詰めている段階ですので、まだまだ未定の部分で



－７１－ 

す。なので、来年度幾らとか、そういう話ではまだないというところです。  

 以上です。  

委 員 長   ８番浜塚委員  

浜 塚 委 員   そう思いましたけれども、はい、参考にしたかったんです。分かりました。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   １４３ページになります。有害鳥獣についてお聞きしたいと思います。  

 昨年度、私も大変お世話になってスイートコーンに電気牧柵を実施しました。そのときに職員

の指導いただいて設置したんですけれども、大変効果がありました。行政報告を見ますと貸出し

の件数が６件というふうにして非常に少ないんですけれども、今町で持っている電気牧柵のセッ

トというのは、幾ら持っているんですか。  

委 員 長   林業振興係長  

林 業 振 興 係 長   現在、町の保有は１３基となっております。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   今回私も今年、電気牧柵を申込みしてそれこそ利用しているんですけれども、農家の方々が持

っている件数というのは、何ケースぐらい持っているんですか。  

委 員 長   林業振興係長  

林 業 振 興 係 長   今まで、平成２５年度に町民、農家の方中心に電気牧柵を購入される方に補助事業を創設し

て、今年度もですけれども、今まで実施してきております。件数的には今まで１１３件の方に補

助をしまして、検査ですとかで延長とか分かりますのでそこから試算しますと、現在町で１３９

ヘクタールほどをカバー可能な電気牧柵が農家の方々に行き渡っているものと考えております。  
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 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   今回は私も町のほうで申込みが遅れて買うことができなかったんですけれども、農協のほうの

補助があって、資材課のほうで申し込んで３基、３セット購入しました。セットするときには、

農協の職員に指導してもらいまして自らセットしたんですけれども、非常に効果があったと。農

協のほうの購入で、補助事業で入れた件数というのは、何件ぐらいなんですか。  

委 員 長   農林課長  

農 林 課 長   今年度限りで農協さんのほうで電牧の支援も行うと聞いております。ただ、農協さんのほうの

実績については今把握しておりません。と言いますのも、今農協さん、単年度に限り各方面に支

援するということで、限られた財源の中で電牧だけでなくて様々な部分に補助されると聞いてお

りますので、その辺の精査が終わりましたら、町のほうにも情報をいただくようにお願いしたい

なと思っていますので、現時点でちょっと把握はしておりません。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   非常に効果が大きいというのは、やってみて初めて分かりました。ただ、最初に取り組むとき

は非常に苦労しました。やはりセットした方々にある程度町としては指導、アドバイスするとい

うことが必要でないかなというふうに思いました。今年、係のほうが、そういう農家ありました

か、指導に出かけるというふうな、お願いされて出た件数というのは、何件ぐらいありますか。  

委 員 長   林業振興係長  

林 業 振 興 係 長   今年度、電気牧柵買ったはいいけれども張り方が分からないですとか、補助が当たらなかった

ので町の分貸出ししてほしいといった申出は４件ありました。うち２件は、町の分を貸出しをし
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て張ってきております。うち２件は、今年度補助事業を使って買われた方、中山委員も含まれて

いますけれども、そういった方２件ありまして、合計で４件となりました。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   ぜひ効果が大きいので、農家の方にやっぱり勧めていただきたいなと。ただ、みんなやっぱり

設置するのに大変な抵抗感あるんですよ、最初の取り組むのに。設置するって、どうやってすれ

ばいいんだというようなことで不安なところがありますので、そういう指導をしていただきたい

なというふうに思います。  

 大変、佐々木議員の一般質問の中でひぐまっぷというの、私初めて聞いたんですけれども、こ

れは町のほうでは押さえてあるんですが、このひぐまっぷという地図なんでしょう、マップです

から。これは現況の中で私も始めて聞いたんですけれども、１回道新に載ったことがあるんです

けれども、熊の出没の箇所を地図に落とすよということで、危険を回避するためにということ

で、私のところの倉庫のところとか、冷たい水のあそこのカーブとか、いろいろ熊が頻繁に出て

いるのに、全然そこが出てないんですよね。私のところに出たのも、全然そのひぐまっぷに載ら

ないと。これは何かどうも分からないんですけれども、どう捉えてひぐまっぷというのは、これ

から何か公開されるみたいですけれども、どう期待できるのか。  

委 員 長   林業振興係長  

林 業 振 興 係 長   まず、電気牧柵に関する指導という部分に関する御質問ですけれども、２５年度から電気牧柵

の購入補助というものを始めました。その前段で平成２３年度に、先ほど御説明しました１３基

の町保有の電気牧柵というものを購入しております。これを被害に遭われている方々の圃場に張
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りにいきまして、効果を実感していただいて、これはいいものだと、これは買ってみたいという

ように普及していければということで電気牧柵を購入した次第ですので、効果の普及に関しては

こういったものを今後も継続しながら普及していきたいと思います。  

 ただ、張り方ですとか、あとは効率的な、複数の圃場もあるとは思いますので効率的に回して

いくといったものについては、講習会等を企画しまして普及に努めていければと思っておりま

す。電気牧柵に関しては、以上になります。  

 続きまして、ひぐまっぷに関してですけれども、ひぐまっぷ、平成２８年に道の道総研という

ところで、もともとは市町村ごとにヒグマが出没した場合、道に報告する義務があります。これ

を今まではＥメールですとかファクスですとか、そういったもので第３号様式というんですけれ

ども、それを道に報告する事務がありました。このひぐまっぷというものを導入することによっ

て、要はインターネットでクラウド上で市町村が入力することにより道のほうでも確認ができ

る。それによって市町村の事務が効率化になるという触れ込みで始まったのが最初になります。

それ２年間の試験運用が終わりまして、平成３０年度に本格的に、後志以下道南中心になります

けれども本格導入することになりました。  

 ここで、まず一般に公開するかどうかというのは、市町村の判断に委ねられております。一般

質問の回答でも御説明したとおり、檜山管内では厚沢部町とせたな町は一般への公開は見合わせ

ておりました。ですので、中山委員が、うちのほうの出没した箇所が見られないというのは、町

は一般公開しておりませんので見られないということになっておりました。ただ、ヒグマがここ

に出たよという報告義務はずっとありますので、町のほうで入力しているものについては、中山

委員が言われたような出没地点は全て入力されております。ただ、一般には公開されていなかっ
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たということになります。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   ということは、今後公開されるということで理解してよろしいですか。  

委 員 長   林業振興係長  

林 業 振 興 係 長   一般公開するに当たって町が公開を見送ってきたという部分には、出没した地点全ての地点が

登録されております。その中には誰も行かないような誰々の畑だとか誰々の山だとかという情報

も含まれておりますので、プライバシーの問題等もありますので、ちょっと今までは全て公開し

ないという判断だったんですけれども、今回公開するに当たって、これをどこまで公開していく

のか、例えば国道沿いですとか、公共施設ですとかはもちろんのこと、それをどこまで広げて公

開するのかというのを検討していた段階だったというところでありますので、現時点でここを公

開しますということについては、ちょっとまだ御回答はできない段階になります。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   大変これ今危険な状況にある熊の被害というのは、農産物だけじゃなくて人間に対する危険性

というのも非常にあるわけです。うちのパートなんかでも、もう何か察知して何か熊の臭いする

とか何とかということをたまに言うんですけれども、やはりああいう地図を農家の方々にもきち

っと、やっぱりどこどこで厚沢部町の熊が出没しているよというようなことを、きちっとやっぱ

り町民に知らせるべきだと思うんですよ。それが何か今の話だと、プライバシーというのはどう

いうことを指しているのかなというのがちょっと分からないんですけれども、やはり早急に公開
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すべきと私は思いますけれども。その地図が出せないというのはちょっと残念ですけれども、ぜ

ひ早急に出していただければ町民も気をつけると思いますので、ぜひその辺の検討をするのかし

ないのか、ちょっと答弁もらいたいと思います。  

委 員 長   農林課長  

農 林 課 長   昨日の一般質問でも御質問いただきました、公開するのかしないのかと。町としましては、繰

り返しになりますが、熊のマップに位置が表示されてないからあたかも安全だというような誤解

も招きかねないという部分を危惧して、非公開にしてきた経緯があります。ただ、今後は一般公

開を９月末までにいたしますという御答弁を昨日させていただきましたので、公開に向けて今進

めているところであります。  

 ただ、全てを公開するかと、例えば人の家の前だとかといったところも公開していくのかどう

か、まずは公道なり公共施設、皆さん不特定多数の方が多く利用される場所等々について検討し

た上で９月末までに公開をいたしますので、もう少々お待ちいただければと思っております。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   道新の報道によると、この１週間か１０日の間に熊の出没、稲倉石トンネルの近辺で４回です

か、出たの。うちの家族の中でも稲倉石の橋の間でトンネルとトンネルの間で橋のところに熊が

いたというようなことで頻繁に出ていて、何を心配するかといったら、オートキャンプ場大丈夫

ですかというようなことを言われたんですけれども。たしか、町政懇談会に行ったときに、鶉で

木間内の町内会長からオートキャンプ場に熊が出ているよというようなことを言われて、あの辺

は熊の数が多いのかなと、その辺を町民にやっぱり早く知らせるべきであって、そういうのを何

か公開しないというのは何か意味が分からないなと。早めにやっぱりすべきじゃないかなと。今
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月末と言わないで、ある程度もう公開したほうがいいんでないかと思います。  

委 員 長   林業振興係長  

林 業 振 興 係 長   稲倉石のところで複数回目撃されているということで、鶉ダムオートキャンプ場のほうでは、

まず電気牧柵を設置しております。また、出る都度、オートキャンプ場の職員に、出ています

よ、気をつけてくださいと。オートキャンプ場のほうで利用客の方々のほうに周知をしていただ

いているというような状況です。  

 ひぐまっぷの公開については、９月末というふうに回答しましたけれども、可能な限り早く公

開したいと思います。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   ここで提案一つあるんですけれども、国道に熊が出てそこから離れないというのは、多分キツ

ネもそうなんですけれども、道路に生ごみを投げるわけですね。そういうマナー違反があれば、

熊はそれを１回食べると、そこから離れないんじゃないかなと思います。ですから、そういう町

民に対してもどこかでＰＲでもやっぱりすべきだと思うんです。そういうごみを投げない。国道

沿いに本当に生ごみ投げる、目立つんですよ、最近。かなりやっぱりそういうマナー違反もある

ので、そういう啓発もやっぱり町としてもやるべきでないかなというふうに思います。その辺の

ＰＲ活動は、どういうふうにやるかはお任せしますので、ぜひともそういうことも含めた中で熊

に対する予防といいますか、事件の起きないうちに対処すべきだと思います。  

委 員 長   中山委員、回答要りますか。  

中 山 委 員   やるかやらないか、お聞きします。  
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委 員 長   農林課長  

農 林 課 長   ごみの不法投棄というか投げ捨て、ポイ捨てでありますが、これについては町内のみならず、

そもそもがそういうことをしてはいけないことであります。国道縁ということで、町内の人だけ

ではなくて不特定多数の方の中から一部そういう方がいらっしゃるのかなと思っております。な

ので、そういうのを啓発、注意喚起をするのかという御質問ですけれども、これについてはポイ

捨て禁止だとかという看板は、国道であれば何か所かに立っているのかなとは思っております。  

 なお、農林課でできるとしましたら、熊出没注意の看板を設置するですとか、その程度になろ

うかと思っております。まずは、町内向けに周知をするとなれば、ポイ捨てのこともそうですけ

れども、農林課としましてであれば、農産物の残渣の不法投棄、適切に処理してくださいという

お願いも含めながら周知を図ってまいりたいというふうに、広報等で周知を図ってまいります。  

委 員 長   そのほか質疑ありませんか。  

委 員 長   ９番高田委員  

高 田 委 員   ページは１４６ページ、１４７ページになりますね。森林環境譲与税の基金事業費なんですけ

れども、これ、その手前見ると町有林の管理は別個に予算見ているので、恐らくこの予算を使っ

た森林整備というのが主なる予算の使い道だと思うんですよ。実質この森林環境譲与税の経費を

使って我が町の森林環境というのはどういうふうに整備されるようになってきたのかというの

を、ちょっとこれ教えていただきたいんですが、どんな状況なんでしょうか。  

委 員 長   林業振興係長  

林 業 振 興 係 長   森林環境譲与税の使途に関する御質問かと思いますけれども、森林環境譲与税は厚沢部町に関

しては現状、民有林の森林整備への補助金、あとは今現状整備が行き届いていない森林をお持ち
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の所有者に対する意向調査といったところに今現在経費を充てております。これによって森林整

備、森林所有者さんの森林整備への意欲というものを維持した上で持続可能な森林経営というも

のをしていただくことによって森林の町を、８割が森林ですけれども、公益的機能も維持されて

いくものと思っております。  

 以上です。  

委 員 長   ９番高田委員  

高 田 委 員   森林環境譲与税というのは、たしか３１年度だから、もう４年目ですよね、４年度になるか

ら。いよいよ１人から１，０００円ずつという税金を徴収しつつやるというタイミングが来ると

思うんですけれども、ということになると、この分配ですね。日本全国でこの分配があると思う

ので、実際我が町もそれなりの森林の数があるんですが、どのぐらいの分配度合いで、今後、例

えば人材育成なんかもたしか中に入っていたと思うんですけれども、そういう動きというのは、

今後どのように進めていくものなんですか。もう全て分からなくて聞くんですけれども、これ。  

委 員 長   林業振興係長  

林 業 振 興 係 長   森林環境税が令和６年度から徴収されるということです。に伴いまして、森林環境譲与税の分

配ですけれども、現状６００億円ほどの収入を国のほうで見込んでおります。それをまず、市町

村分として５４０億円、都道府県分として６０億円にまず分配します。その５４０億円を、まず

各町ごとの私有林の人口林の面積、林業就業者数、あとは人口、これを案分によって配分される

という仕組みになっております。  

 以上です。  

委 員 長   ９番高田委員  
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高 田 委 員   という説明は分かりました。実質、ということは厚沢部町という割合は、道から来るやつと各

市町村ということになるんでしょうけれども、どのぐらいの割合で来ているんですか、この額と

いうのは。  

委 員 長   林業振興係長  

林 業 振 興 係 長   森林環境譲与税の額、町に分配されている額についてお答えしますけれども、現状、６年度か

らの徴収に向けて令和元年度から前倒しで町に譲与されております。令和元年度の９３０万円か

ら始まりまして、今令和４年度で２，５００万円ほどの分配が予定されております。これが、令

和６年度から満額配分になる予定です。その頃には３，０００万円ほどが町に譲与される予定と

なっております。  

 以上です。  

委 員 長   ４番松村委員  

松 村 委 員   １４５ページ、委託料で歩道維持補修で１００万円ほどありますけれども、行政報告を見ます

と太鼓山歩道草刈り、維持補修となって１０キロメートルぐらい、草刈り、倒木整理、砂利敷き

となっていますけれども、これ太鼓山のほうの上まで１０キロメートルぐらいというのは、どの

辺までやったのかな、これね、町有林のね。１０キロやっているんだけれども、太鼓山まで行け

るんですか。  

委 員 長   林業振興係長  

林 業 振 興 係 長   太鼓山の歩道に関しては、麓、複数箇所から上がっていけるところありまして、それぞれ山頂

までいろんなところつながっております。その全域を歩道の草刈りをしておりますので、どこま

でと言われれば、山頂までといった回答になるかと思います。  
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 以上です。  

委 員 長   ４番松村委員  

松 村 委 員   それと、同じ太鼓山で１４９ページなんだけれども、太鼓山公園管理報償費と太鼓山公園管

理、桜伐採・剪定と２つになっているんですけれども、これ管理と太鼓山管理桜伐採・剪定とい

うのは、どう分けているの。委託料と報償費は分かるんだけれども。  

委 員 長   松村委員、そこ商工費になるので、次の款になります。  

松 村 委 員   ああ、ごめん、失礼しました。  

委 員 長   そのほか農林水産業費で質疑ありませんか。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   先ほど上戸委員も活性化センターのことについて質問してたんですけれども、今回私もこの活

性化センターの試験内容を見た中で、上戸委員と同じように毎年変わらない結果だなと、事業結

果なんで、この新高機能性飼料効果確認試験と、これ馬鈴薯、それから栽培方法の検討試験の中

にニンニクと馬鈴薯があるんですけれども、今日資料もらった中で令和４年産で種子馬鈴薯の面

積の配分の中にオホーツクチップときたひめという、今まで聞いたことないような品種が載せら

れております。これは、私たち農家でも今初めて理解する品種なんですけれども、これを導入す

るということになるんであれば、今までの栽培方法と同じでいいのかどうかというのがやっぱり

一番問題になってくるので、活性化センターとしてはこういうものに対する試験というのはしな

いのかどうか、これ去年から入っていますので、その辺の見解をお聞きしたいと思います。  

委 員 長   農業振興係長  

農 業 振 興 係 長   先ほど種芋の品種別の資料が配られていると思います。その中できたひめなんですけれども、
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オホーツクチップと同じでポテトチップ専用の品種になります。ただし、きたひめのほうは抵抗

性品種ということで、オホーツクチップはそうではないのですが、きたひめのほうは抵抗性品種

であるというような状況になります。それと、活性化センターの栽培状況に関してなんですけれ

ども、行政報告書の１６６ページにあります、２行目ですね、栽培方法検討試験、この中で馬鈴

薯と記載されておりますけれども、この栽培もキタカムイという新しい抵抗性品種の栽培をして

おります。ニンニクは続けてやっているものとなりますけれども、この馬鈴薯のキタカムイとい

う品種は初めての新規での栽培になりますので、これからセンチュウの関係もありますので、抵

抗性品種いろいろと検討していただけるような試験となりますので、この内容を御理解いただき

たいと思います。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   キタカムイというのは、もう出てからかなり経つんですよ。私はもう１０年ぐらい前にこのキ

タカムイというのを栽培していました。でも、やっぱりうちはメークインというようなことで、

やっぱり厚沢部町はメークインだよねということで、今はキタアカリをちょこっと作っています

けれども、あとは全部メークインということでやっていますけれども、この中でそれでは、栽培

の検討試験ですので、結果的にニンニク、馬鈴薯はどういう結果に終わったのか、ざっくばらん

で結構ですので。  

委 員 長   農業振興係長  

農 業 振 興 係 長   まず、ニンニクに関してですけれども、ニンニクに関しては試験始まりまして６年目となって

おります。詳しい内容は活き活き農業のほうに掲載されているものになっているんですけれど
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も、一応毎年栽培方法いろいろと試行錯誤して変えて、その肥大率だとか、とう摘みのありな

し、追肥のありなしというような形で、様々な形でどれが適した栽培方法なのかという実証はさ

れております。その結果に関しても、どんな形が最も優良な栽培になるかという検証は、この冊

子の中で記載されておりますので、細かい部分はそちらのほうを読んでいただければなというふ

うに思います。  

 馬鈴薯に関しては、キタカムイ、以前から栽培あったということですけれども、やはり今セン

チュウ、いろいろなことに関して、また、改めてキタカムイの試験が必要なのではないかという

ようなことで判断しまして、活性化センターの運営委員会のほうでも承認を得まして、この栽培

に取り組んでおります。  

 中山議員がおっしゃるように、これからいろいろと栽培の試験だとかしていただきたいという

ような要望がありましたら、年末の取りまとめのときに意見いただきまして、そちらの栽培をや

っていくというようなことも検討しますので、そこら辺を御了解いただければと思います。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   特に係長、この新しく入ってきたオホーツクチップ、きたひめ、これについてのやっぱり試験

をやって、早めに厚沢部町の農家が多く採れるような試験をやっていただきたいなと。  

 １つ、上戸議員の一般質問にもあったんですけれども、このサツマイモの当町に合っているの

は、今は黄金千貫でいいんですけれども、それこそ新しく食用にということで、品種ある程度あ

るんですけれども、有望な品種、サツマイモの栽培試験をぜひ取り入れてほしいなと。これは伸

びる可能性これから大ですので、今後やっぱりサツマイモの栽培試験もやっていただきたいな
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と。  

委 員 長   農業振興係長  

農 業 振 興 係 長   ただいまサツマイモの意見あったと思いますけれども、ちなみに、これ行政報告に載っている

のは令和３年度の実績で、ちょうど令和４年度はサツマイモの栽培に取り組んでおります。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   結果を期待していますので、ぜひ後でお聞きしたいと思います。  

委 員 長   そのほか質疑ありませんか。（発言する声なし）  

委 員 長   ないようですので次に進みます。  

委 員 長   ７款商工費について、１４６ページから１５７ページまでです。  

委 員 長   １０番佐々木委員  

佐 々 木 委 員   １５４ページです。重点「道の駅」整備ということで、新たな観光拠点の整備ということで７

億３，９００万円、約７億４，０００万円ほどの財源投入していますけれども、これの収入の部

分では、いろいろ社会資本整備交付金とか商工債だとかというようなことで財源使っていますけ

れども、総体の財源収支内訳と実際自主財源はどのぐらいの持ち出しになったんだという、そう

いう中味についてお知らせ願いたいと思います。  

委 員 長   商工観光係長  

商 工 観 光 係 長   重点「道の駅」事業費の財源のお話という質問ですけれども、３年度で申し上げますと、まず

駐車場とトイレの整備、こちらのほうに社会資本整備総合交付金、こちらが２億２，８６０万円

ほど、あと地方債で９，６２０万円、あと基金の繰入金で３５０万円ほど入っておりまして、一
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般財源としましては、ああ、すいません、失礼しました、３年度決算ですね。ああ、すいませ

ん、失礼しました。まず、国庫支出金のほうが８，０００万円ほど、それと地方債で１，６００

万円ほど、公共施設整備基金繰入金で３５０万円ほど、残りの２，３００万円ほどが一般財源と

なっております。  

 また、３年度のこちら商業施設に関しては前払金となっておりますので、明確には３年度分と

いうのは、前払金に当たる部分しかありませんので、ちょっと御説明が難しいんですが。  

委 員 長   １０番佐々木委員  

佐 々 木 委 員   ３年度決算について後で書面で分かるような、約７億４，０００万円の内訳という部分で議員

全員に提示していただければなというお願いです。よろしくお願いします。  

委 員 長   商工観光係長  

商 工 観 光 係 長   すみません、後ほど、書面でお配りさせていただきます。  

委 員 長   そのほか商工費について質疑はありませんか。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   １５０ページなんですけれども、うずら温泉の管理費の中で行政報告書の中で客室の稼働率と

いうのが載っています、３７．１％と。これは、この３７．１％というのは、我々どういうふう

にして理解したらよろしいのか。普通の稼働率というのは、ホテルとかは、この稼働率というの

はどの程度でなければ採算が合わないというようなことになるのか、お聞きしたいと思います。  

委 員 長   商工観光係長  

商 工 観 光 係 長   稼働率のお話ですけれども、稼働率自体は１年間通して延べ部屋数、延べ泊数といいますか、

それが分母になりまして、実際稼働した日数、室数、これが分子になりまして、それ割り返すと
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３割ほどという形になっています。  

 あと、次のお話の採算ラインですけれども、こちらについては料金や経費の関係もありますの

で、ちょっと私の不勉強で一般的なその率、どの率が採算ラインというところについては、申し

訳ありませんが、ちょっと私のほうでは現在分かりません、すみません。  

 以上です。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   分からないと言われれば、後聞きようないんですけれども。これ普通のホテルとか旅館とか

は、稼働率というのはやっぱり７０から８０ぐらいの稼働率でないとペイしないんじゃないかな

と思うんですけれども、３７．１というのは本当に低いんでないかなと。なぜこういうふうな数

字が出てくるのか、ちょっと理解できないんで、もしその辺の説明があったらお願いいたしたい

と思います。  

委 員 長   政策推進課長  

政 策 推 進 課 長   一般的な旅館、ホテル等であれば、７割、８割の稼働率が必要ではないかというお話もありま

すが、ちょっと当時、宿泊研修施設といった形で建設しておりましてツインの部屋がほとんどと

いう特殊な宿泊施設でありますので、一概に一般的な旅館、ホテルと比較はできないかとは思う

んですけれども、いずれにしても稼働率は高いほうにこしたことはありませんので、これを高め

るような努力は必要なのかなと思います。  

 ３年度につきましても、やはりコロナの影響もありますし、そういった形で伸びなかったのか

なという部分はあるかと思います。ただ、業者が工事等でこちらのほうに宿泊するというケース

も結構あるというふうに聞いておりますので、そういった客も確保しながら稼働率を少しでも上
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げるように、シードのほうと相談しながら進めていければなと思います。  

委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   このうずら温泉につきましては、この後いろいろといろんな町のほうから話あるんでないかな

と思うんですけれども、今の宿泊施設につきましては、途中でツインにしたというような経緯も

あったので。不思議なのは、申込みしても泊まれないよというのが結構今年あたりはあったんで

す。なぜかというと、２人のところに１人しか入ってないと、で泊っているということになる

と、本当に半分だよね、半分より泊まれないよね。だから、その辺の改良もある程度必要でない

のかなと。  

 ただ、これからうずら温泉をやっていくのかどうかというのも大きな問題になるんですけれど

も、その辺の宿泊の稼働率というのは、ちょっとそれこそ検討してほしいなというふうに思いま

す。  

委 員 長   政策推進課長  

政 策 推 進 課 長   部屋の形が当初からツインの形なものですから、どうしても１人で泊るという予約が先に入っ

てしまうとそこで埋まってしまうというような、どうしても農業のこういった宿泊研修施設とい

う造りの関係から、そういった取扱いになってしまうという部分はあります。そういった限られ

た環境の中でシードさんも宿泊客をつかまえなければならないというところで苦慮しているのか

なと思います。  

 今後この宿泊に関してはどういう方向に進むべきか、改めてまた考えなければならないのかな

と思っております。  

 以上です。  
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委 員 長   １番中山委員  

中 山 委 員   ちょうどあの施設というのは、私が議員をやり始めたときの次の年に建った施設でありまし

て、もう３０年経過しています。そういう中で当時、さっき答弁あったように研修施設として建

てたんですけれども、今は研修じゃなくて普通のホテルと同じような扱い方していますので、そ

の辺の稼働率を上げるのにどうすればよいのか、今後検討していただきたいというふうに思いま

す。  

委 員 長   そのほか商工費について何か御質問ありませんか。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   １４９ページですけれども、１２番の委託料の中で観光コンテンツ作成等とありますけれど

も、８８０万円、これの内容を教えていただきたいと思います。  

委 員 長   商工観光係長  

商 工 観 光 係 長   こちらの観光コンテンツ作成等委託料につきましては、観光庁の補助金を使いまして民泊の実

証実験みたいなことを行いました。その様子を撮影して国外の方、国内もそうですけれども、中

国とアジア圏に向けて発信して反応を見るという事業でございました。  

 以上です。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   当町のいろんな情報だとか動画をどこかに送って反応を見るということですというようなこと

ですけれども、どういうふうな効果があったのか、調べていますか。  

委 員 長   商工観光係長  

商 工 観 光 係 長   実際に作成した動画をユーチューブで配信したところ、主にアジア圏、中国圏で１万２，０００
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件アクセス、これは公開開始から１か月弱程度のヒット数ですけれども、ございました。あと、

意外なところでは英語圏のほうの反応もよくて、そちらも８，０００件ほどありました。その数

字が多いか少ないかということに関しては、ちょっと捉え方によって難しい部分あろうかと思い

ますが、一定数の反応があったということを聞いています。  

 以上です。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   私の聞きたいのは、当町において、例えばアジア圏で何万件見たとか英語圏で何人見たとか、

そういうことではないんです。我が町にどういうメリットがあったのかと。実際、アジア圏の人

方がそれを見てこちらのほうに旅行に来て、厚沢部町に金を落としたのかだとか、そういうこと

を知りたいんです。その辺は何か把握しているものはありますか。  

委 員 長   政策推進課長  

政 策 推 進 課 長   この事業は、先ほども申し上げましたとおり、観光庁の１０分の１０の事業がつきまして、そ

れに乗って取り組んだ事業であります。残念ながらコロナの影響もありまして、なかなか海外の

ほうから入ってくるという環境にはありませんでしたが、徐々に国のほうもその辺を緩和してお

りますので、そういった意味では、今後海外からの訪町、来町が見込めるのかなと。これまでは

残念ながら表立って見えるような成果というのは、ちょっと確認できないというような状況であ

ります。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   観光庁の補助１００％というのは分かります。それで、先ほどから外国のほうに映像を流すと

いうふうなことだけの説明だったんだけれども、国内は全く関係なくて外国だけということなん
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ですかね。どうなんですか、その辺は。  

委 員 長   商工観光係長  

商 工 観 光 係 長   ただいまの御質問ですけれども、作成した動画については英語版、中国語版、日本語版とござ

いますので、日本の方も見ることができる、見て理解できるというパターン、多言語化して配信

しておりますので、その辺は問題ないかと思います。  

 以上です。  

委 員 長   ７番上戸委員  

上 戸 委 員   やったという事実は分かりますけれども、何か説明を聞いているとあまり効果がないような感

じを受けています。ですから、説明を聞いても、こういうふうなものだよというふうなインパク

トが感じられない説明なので、もう少し厚沢部町のためになったよとか、そういうものが欲しか

ったなというような気はします。説明は要りません。  

委 員 長   審議の途中ですが、本日はこれをもって散会します。  

委 員 長   明日は午前１０時から開会します。  

委 員 長   皆様、お疲れさまでした。（１６：５２）  

  

  

  

  

  
 


